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７．付議案件は次のとおり 

（議件番号）     （件   名） 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

議長の諸般報告 

町長の町政執行方針並びに教育長の教育行政報告 

一般質問 

 

報告第 １ 号  繰越明許費に係る繰越計算書の報告について 

報告第 ２ 号  事故繰越しに係る繰越計算書の報告について 

報告第 ３ 号  株式会社沼田開発公社の事業計画及び決算に関する書類の提出に 

ついて 

報告第 ４ 号  財団法人沼田交通教育協会の事業計画及び決算に関する書類の提 

出について 

承認第 １ 号  専決処分の承認を求めることについて 

議案第３１号  沼田町第５次総合計画基本構想の策定について 

議案第３２号  沼田町移住定住応援条例について 

議案第３３号  沼田町がんばる高校生応援手当条例について 

議案第３４号  町税条例の一部を改正する条例について 

議案第３５号  沼田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

議案第３６号  沼田町移住定住促進基金条例の一部を改正する条例について 

議案第３７号  沼田町商工観光振興基金条例の一部を改正する条例について 

議案第３８号  沼田町学校教育施設整備基金条例の一部を改正する条例について 

議案第３９号  沼田町ほたる保護条例の一部を改正する条例について 

議案第４０号  深川市へ消費生活相談等に関する事務の委託について 

議案第４１号  平成２３年度沼田町一般会計補正予算について 

議案第４２号  平成２３年度沼田町養護老人ホーム特別会計補正予算について 

議案第４３号  平成２３年度沼田町特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

て 

議案第４４号  平成２３年度沼田町国民健康保険特別会計補正予算について 

議案第４５号  平成２３年度沼田町介護保険特別会計補正予算について 

議案第４６号  平成２３年度沼田町後期高齢者医療特別会計補正予算について 

議案第４７号  教育委員会委員の任命について 

議案第４８号  教育委員会委員の任命について 

諮問第 １ 号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
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諮問第 ２ 号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

        閉会中の所管事務調査の申し出について 
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開 会   １０時００分 

   

（（（（開開開開    会会会会    宣宣宣宣    言言言言））））    

○議長（杉本邦雄議長）おはようございます。定例会を開会する前に主席の説明員

ならびに、傍聴者の方々へ議長より一言申し上げます。本日議員におきましては軽

装のまま議案の審議を行いますことを予め申し添えます。説明員におかれましても

上着を脱いで議会に臨んで頂きたいと議長より提案申し上げます。 

只今の出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、本日を以って召集

されました平成２３年第２回沼田町議会定例会を開会します。これから本日の会議

を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 

   

（（（（会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員会議録署名議員のののの指名指名指名指名））））    

○議長（杉本邦雄議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名

議員は、会議規則第１２０条の規定により、４番、久保議員、５番、長原議員を指

名致します。 

   

（（（（会期会期会期会期のののの決定決定決定決定））））    

○議長（杉本邦雄議長）日程第２、会期の決定を議題と致します。会期につきまし

ては議会運営委員会で審議されておりますので、議会運営委員長から報告を願いま

す。中村委員長。 

    

（（（（議会運営委員会報告議会運営委員会報告議会運営委員会報告議会運営委員会報告    中村委員長登壇中村委員長登壇中村委員長登壇中村委員長登壇）））） 

○委員長（中村保夫委員長）平成２３年第２回沼田町議会定例会の会期につきまし

て、議会運営委員会の審議結果を報告申し上げます。去る６月１７日午後３時から

議会運営委員と議長出席のもとに、議会運営委員会を開催致しました。議会事務局

より今定例会の提出議案等の概要について説明を受けるとともに、議長からの諮問

事項を受けたところであります。 

これによりますと、今定例会に提出される案件は、諸般報告２件、一般質問、町

長に対して８人８件、町長、教育長に対して１人１件。更に報告４件、専決処分１

件、一般議案１０件、平成２３年度補正予算案６件、任命２件、諮問２件。以上議

会事件全般について審議致しました。結果、今定例会の会期としては、本日２３日

木曜日から２４日金曜日までの２日間とすることで意見の一致をみております。以

上を申し上げまして、議会運営委員会の報告と致します。 

○議長（杉本邦雄議長）委員長の報告が終わりました。お諮り致します。本定例会

の会期は委員長の報告のとおり本日から２４日までの２日間に致したいと思います。
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これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から２４日ま

での２日間に決しました。 

 

（（（（諸諸諸諸    般般般般    報報報報    告告告告））））    

○議長（杉本邦雄議長）日程第３、議長の諸般報告については、前定例会以降の議会

の動静、例月出納検査結果報告書を提出致しましたのでご覧願います。 

 

（（（（町長町長町長町長のののの町政執行方針並町政執行方針並町政執行方針並町政執行方針並びにびにびにびに教育長教育長教育長教育長のののの教育行政報告教育行政報告教育行政報告教育行政報告））））    

○議長（杉本邦雄議長）日程第４、町長の町政執行方針並びに教育長の教育行政報

告を議題と致します。始めに町長。 

（（（（金平嘉則町長金平嘉則町長金平嘉則町長金平嘉則町長    登壇登壇登壇登壇））））    

○町長（金平嘉則町長）皆さんおはようございます。平成２３年度第２回定例会の

開会にあたり、町政運営に対する私の考え方、基本的な考え方について申し上げ、

議員各位並びに町民の皆さんのご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

（以下、平成２３年度各会計予算の提案説明を朗読） 

○議長（杉本邦雄議長）次に教育長。 

（（（（生沼篤司教育長生沼篤司教育長生沼篤司教育長生沼篤司教育長    登壇登壇登壇登壇））））    

○教育長（松田 剛教育長）この６月１日付けで教育長を拝命致しました生沼でご

ざいます。時代の移り変わりに伴いまして、教育を取り巻く環境も段々と厳しさ、

また難しさを増してるところでありますが、与えられた責任の重さと言うものをし

っかりと認識した中で、精一杯努力してまいりたいと思っております。今後ともよ

ろしくご指導賜りますようにお願い申し上げたいと思います。それでは教育行政報

告をさせていただきます。 

（以下、教育行政執行方針を朗読） 

○議長（杉本邦雄議長）以上で町政執行方針並びに教育長の教育行政報告を終わり

ます。ここで休憩と致します。直ちに全員協議会を開催致しますので議員の皆様方

は、議員控え室にお集まりください。 

 なお、午後の開会は１時と致します。 

１１時４１分 休憩 

 

１３時００分 再開 

 

○議長（杉本邦雄議長）再開する前にご出席の説明員並びに、傍聴者の方々へ議長
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より一言申し上げます。本日議員におきましては軽装のまま議案の審議を行います

こと、予め申し添えます。説明員におかれましても上着を脱いで議会に臨んで頂き

たいと、議長より提案申し上げます。 

再開いたします。日程第５、一般質問を行います。町長、教育長に対して一般質

問を行います。通告順に順次発言を許します。 

なお、議長より申し添えますが、今回の質問は議員全員でありますので、出来る

だけ要点を絞って質問される、あるいは答弁されるようによろしくお願いを申し上

げます。 

では８番、中村議員、金平町長の所信を問うで質問して下さい。 

○８番（中村保夫議員）拍手をありがとうございます。改めまして御当選、そして

ご就任、町長就任、金平町長大変おめでとうございます。と同時にですね、非常に

勇気ある行動だなということで、敬意も表させて頂きたいと言う風に思います。 

 思い返せばですね、４０年前ちょっと思い返していただきたいんですけれども、

私もあなたも、ここにおられる津川君も、それから辻総務課長も同じ沼田高校の３

年生であります。あなたが生徒会長で、私は元来控えめな性格なものですから、副

会長でありました。その時もですね、根拠のない自信だけはある生徒会長でありま

した。副会長としてちょっと苦労したなというのをちょっと思い返しておりますけ

れども。そのころから見て４０年間経ったわけですから、それぞれに場所を得て成

長もし、あるいは見識も加わったものと言う風に思っております。 

 さて、４月の総選挙の中で金平さんが町長に立候補されたわけです。その時に何

をやるんだって言う風なことをお聞きをすると、ごみの問題をやりたいんだと、だ

けどその他の政策予算、政策っていうものを全くこう友達でありながら聞かずに過

ぎてまいりました。ここに選挙公報を持って来てるんですけれども、その時に初め

てこんなことやりたいんだと、だけどこのことって今までの町政とどこが違うんだ

ろう、って 

いうような率直な思いを持ちました。 

町政執行方針の中に出ている項目につきましても、実はこの選挙公報で８項目あ

るうちの、町長給与の削減を除く７項目がそのままずらっと載っております。 

こういったことをやりたいんだろうなっていう風な思いは持っておりますけれど

も、実際今までとどう違うんだと、というのは新しく町長になるわけですから、夢

を持って、あるいはその沼田町をこうしたいんだ、こうなりたいんだっていうグラ

ンドデザインを僕は示してほしかったなっていうところがあるのです。 

そういった意味でこういった選挙公報にでているもの、あるいは町長の町政執行

方針の中でこのグランドデザイン、沼田町がこうなりたい、こうしたいそういった

願いが感じられないものがあります。そういった部分で、そういったグランドデザ
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インを是非とも我々に示していただきたい。 

と申しますのはですね、ちょっと後ろ振り返って見ますとこちらほとんど満席に

なりました。傍聴席がこんなに満席になると言うのは、実は私にも２回ありまして、

６年前の町が合併する時。合併をどうしようかっていう議論が巻き起こっていた時

に、傍聴席がほとんど満杯状態になりました。もう１回は更生施設を誘致しよう、

その時にも傍聴席が満杯になりました。 

すなわちですね町のターニングポイントにこうやって町民の方が駆けつけて、ど

うなっていくんだろうっていうことを本当に関心を持って来て、来られるわけであ

ります。 

ここでやはり傍聴者の方々、あるいは町民は沼田町をこう変えていくんだってい

うターニングポイントを見たいという願望があるんだと思います。そういった意味

で町長のそのグランドデザイン、あるいは青写真、あるいは願いでもいいです。そ

ういった形で語って頂きたいと言う風に思います。 

また町政執行方針の中で、町民との対話と相互理解を重視してうんぬんっていう

ようなくだりがあります。本当にそうだなと思っております。私も大賛成でありま

すけれども。じゃあこの今回の政策予算、２ヶ月ちょっとぐらいしか日程はありま

せんでしたけれども、その中でどのような町民との対話と相互理解を図ったか。後

援会の人たちと話をするのはこれは金平応援団が色々話をするわけで、それとはま

た別に、町民、反対派の人っていうかね、そういった人も含めてですね、町民との

対話と相互理解をどのように図った、その点を教えていただきたい。 

更にですね、政策予算の中で色々見さしていただきましたけれども、何が、何を

やりたいんだ、これだけはやりたいんだって言うものが見えてこない。あえて教え

ていただきたいんですけれども、これが目玉だって言えるようなものがどれなのか、

指し示していただきたい。 

以上３点について質問を致します。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）今回一番最初に今中村議員が質問をしていただ、私の基本

的な線をですねご質問いただきまして、本当にいい機会を与えていただいたなと言

う風に思っております。 

 ４０年前の話も今されましたけれども、当時は本当に沼田高校、全部で５クラス

があったと思いますので。４０人で２００人で６００人ですか、の高校でございま

して、その時ですね、確か３年生の時に生徒会長に立候補いたしましてですね、本

当に、何故立候補したかというのは今回の選挙と似てますけども、何とかやっぱり

それだけの６００人の高校が如何に楽しくそして充実した高校生活を送れるかって

言う事で立候補しましてですね、学校祭とか色んな新しい事業にも取り組んでです
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ね、本当に中村議員それから、その当時の生徒会役員とですね一生懸命になって論

議をして、合宿までしてですね、色んなしたことを今思い出しています。 

 それと町政とは全然違いますけれども、今回私が選挙に立ちましたことに関しま

しては、行政執行方針の中でですね、この４年間本当に色んな議会を通じて、それ

から職員としてですね、本当にこのままで沼田町がいいのかなっていう思いが本当

にありました。 

 本当にトップが代わらない限りは沼田町が変わらないと、今回、今日このように

沢山の方がいらして色んな問題があっていらっしゃって、色んな関心があっていら

していただいたかと本当に私うれしく思いまして、やはりこういう風に代わればで

すね、町政に関する関心も色んなことでやっぱり持っていただけるのかなと思って、

本当にうれしく思う限りでございます。 

そう言う中でどうして、さっき言ったそのグランドデザインの話をなさいました

けれども、基本的には私は姿勢としてはですね、町民目線で行政を推進したいと、

これはあの町長以下我々職員もですね、どっちを向いて仕事をしてるんだと、やは

り町民の色んな思い、それから悩んでること、それから色んなことに関してですね。

やはりもう少し目を向けてですね、町政を行うべきでないかなっていうのが私の考

えでございました。 

それから町民との対話で進めるまちづくり、本当にやはり全部の意見とは、懇談

は出来ませんけれども、やはりあの町民とじっくりとですね、自由に物が言えてで

すね、一方的な決まったことの伝達でなくて、色んな話しをすると言った事が今望

まれてるんでないかなと思います。新聞で、昨日の新聞にも出てましたけども、昨

日町長室の解放日にですね、早速１０時から農家の奥さんたち１０人がいらっしゃ

いました。１時間近くお話しする中で本当に農家の奥さん達が今抱えてる問題とか、

自分たちがやってる問題、本当に色んな話しをさせていただきました。帰りがけ本

当に楽しく、本当に物が色々言えて、本当に良かったという印象でお帰りになりま

した。 

これがまだ私の第１歩でありまして、色んなテーマに基づいて町長室の解放、そ

れからこれは私も業務色々あっていない日もありますので、昨日は１日いるって言

う事で、きちっと行事とそれから日程とあけましたけども、これにつきましては来

月以降も毎月実施致します。是非気軽に来ていただいて色んな問題をですね、話し

合って論議して色んな意見を頂きたい、これがまずこういったことの積み重ねを今

後この４年間の中で常時行いたいと言う風に思っておりまして、これが今後の色ん

な政策なりを決めていくのかなと思ってます。そういったことが本当に今まで行わ

れていたのかどうかっていうのは、ありますけれども、疑問があって私も今進めて

るわけですけども。そういうことで行って行きたいと言う風に考えていまして、第
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１にこの４年間は私は今住んでいる町民の皆さんがですね、大切にしていきたいと。

本当町民を大切にすることが色んな形で行政に色々反映されてですね、住みやすい

町づくりになっていくんでないかないう思いでおりますので、これは農業、商業全

ての問題についてそっから施策が全て出発して行くのかなという思いでございます。 

そんなことをですね、やっていきたい。そういったはっきりとしたグランドデザ

インとしてはそういった思いが私の思いであるってことをご理解いただければと思

います。 

それで、今回の、今までの政策とどう違うかと言う事でございますけれども、そ

れらに基づいて今後政策を行って行きたいと言う考えでございますけども、今回の

政策予算につきましてですね、５月就任以来、１ヶ月余りぐらいでまとめさせてい

ただきました。 

今、中村議員言うようにその時間ですね、実質的に５月下旬６月の頭にはこの案

を作っておりますので、本当にあの短い時間の中で十分な論議が出来ませんでした。

それは間違いないことでございまして。 

これに関しては今回の提案した数々の政策に関してはですね、職員とともども私

の考えてることに関してですね、職員が自ら色んな論議をしてですね、この政策を

練り上げていった。今ごみの問題につきましては別ですけれども、そういった形で

今皆さんをですね、住んでる皆さんに関してですね、生活を応援すると、今住んで

る皆さんを大切にするという思いで幾つかの政策を今回提案させていただいており

ます。 

例えば中古住宅のリフォームの問題とか、頑張る高校生、高校生のご家庭に毎月

５０００円を支給するとか、それから保育料の軽減、それから商業振興とかそうい

ったこと、それからお年寄りの高齢者を応援するとか、そういったことも、とりあ

えず限られた補正予算、今回の補正予算につきましては、当初から、大枠で当初予

算決めておりますのであまり財源はございません。 

そういった中での本当に基本的なところを押さえさせていただいて提案させてい

ただいております。ですからこれから今回提案しております総合計画の中で、これ

から実施計画が検討されていきます。その中に具体的にこれから今言った色んな方

との懇談、それから意見交換をついた施策をこの中に盛り込んで行きたいと言う風

に考えておりますので、今回のこの中にはそれらについては含めてませんけども、

これから具体的な施策を展開していきたいと言う風に考えているところでございま

す。 

ですから目玉っていうか、目玉に関してはですね今何点か申し上げましたことに

関してですね、目玉という、目玉といえば目玉ですけども、皆さんの今活動してる

活動や生活を応援するというのが一つの、今回のテーマになっておりますので、そ
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ういった事でご理解いただければと思っております。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、中村議員。 

○８番（中村保夫議員）１ヶ月間しか時間が無かったと言う、言い訳がましいこと

かなと言う風に思っておりますけれども。最初が肝心なのでね、やはり自分の願い

と言うものをこの場で披瀝をして欲しいなと言う風に思っております。 

 住民の方の意見をとにかく聞くんだと言う気持ちは伝わっては来ます。ただです

ね、これあの傍聴の方がおられるんで中村変なこと言い出したぞって言われそうで

はありますけれども、ミクロの部分の町民の願いって言うのは一杯あるんです。農

家の人には農家の願いがある、商人の人には商人の願いがある、お年寄りの方には

お年寄りの願いがあって、それぞれに皆願いが違うんです。いくら話したところで

全部の願いを充足させてやることはできないのです。 

行政とは中々財源的にも厳しいものがあって、それは私にも分かるようになって

きました。ただマクロとしての町のありようについて、こうなりたいんだ、こうな

りたいからこの部分は我慢してくれ、この部分はちゃんとやろう。そういったマク

ロの考え方、だから町長室の解放で色んなおばさん、奥さん達とお話をしたそうで

すけれども、わきあいあいで楽しかったといっておりますけれども、それらの方々、

１回目はそうやって私金平町長に思うこと全部言った。２回目この前言ったことど

うやってくれました。３回目に来る時には私の言ったこと何もやってくれないんじ

ゃないの、っていうことになりかねないのです。 

それでも聞いてあげる事は確かに大事なことだし、理解を示す事は大事なことで

ありますけれども。全部を充足できるわけではない。僕はね、さっきからグランド

デザイン、それから願いについて話をさせていただいておりますけれども、今回の

予算を色々見させていただきまして、高校生に５０００円つけるですとか、あるい

は保育料を８段階であったものを１５段階にして不公平感をなくすですとか、月に

１度ごみを集める、集めに参りますよっていうようなこと、それには１１０万だか

かかりますよっていう話なんですけども。僕はね、全てが枝葉末節の話しだし、全

ては対症療法のような気がするのです。 

抜本的にこれはこう変えるんだ、この部分はこうするんだっていう風なものがあ

れば僕はそれも是とするんですけれども、何かこう予算の細切れをバーゲンで細切

れを出してますみたいな形に見えてしょうがないです。 

余りこの部分で攻めるのはどうかなとは思いつつも、金平町長の町に対する願い

を、これ再度聞くってのはちょっと調子悪いんですけれども、話をするのはいいけ

れども、あなたとしての町のありようそういったものを是非ともこの、３０名ぐら

いおられるんだけれども、傍聴者の前で示していただけないかなと言う風に思いま

すが駄目ですかね。 
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○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）ちょっとあの私も抽象的なことで皆さんも理解できなかっ

たかと思いますけども。基本は何回もいいますけども、今住んでいる住民の方に大

切にして満足していただける生活を送っていただけるか、これがまず基本でござい

ます。 

 この基本がなければ住民の定住もありませんし、それから人口増も無いと思いま

す。ですから、だんだんと減少していく、人口が減少していく中で色んな問題、農

業とか商業とか色んな問題が出ます。これについてはやはり、皆さんのやっぱり意

見を聞きながら、色んな意見を聞いてもどういう風にして合意形成に持っていくか

っていうのが一番大変、大切かと言う風に思いますけれども、とりあえずこの今年

１年につきましてですね、そういった色んな意見をまず聞くことから始まるんでな

いかなと言う風に思っておりますんで。私もまだ１ヶ月、２ヶ月足らずの中でです

ね、充分に出来なかったことについては反省致しますけれども、今後充分にまずと

りあえず意見を、町民の意見を本当に何がどう困ってるのか、どう考えてるのかま

ずこっから始まるんでないかなと言う風に思っておりますので、そのあとまだ、今

後まだ１年有りますので、その中で意見を吸い上げて町民に本当に町に住んでよか

ったと、そういった政策を展開していきたいと言う風に思っております。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、中村議員。 

○８番（中村保夫議員）これから住民と話をしたいと言う事で有りますから、期待

もしますけれども、基本的には町長の指導力なんですね。職員、先程あの、町民、

職員が誰を見て仕事をするかって言う話をちょっとされておりましたけれども、確

かに町民は見ておられるかも知れませんけれども、やはりトップリーダー、トップ

リーダーがどうするんだ、どうしたいんだって言うことが決まって出ないと、職員

は動けないのです。職員が勝手にどこどこ町内会でこんなこと言われたんでこんな

風にしますって言われたら、町はバラバラになってしまいますよ。 

だから町長は指導力を持って、人の話を聴くのはいいけれども、町長は指導力を

持ってこの町を豊かな町にしていただきたい。 

歴代町長、私は実は篠田さんと西田さんぐらいの町政ぐらいからしか分からない

んですけれども、このお二方は何とかこの町を前ほどとは言わないまでも、人口増

加に務める、あるいは何とか沼田だけでも隆盛を図れないかっていうことで、非常

にもがいてこられたんですね。一生懸命何かしようと、やり方は色々あったでしょ

う、批判も色々有ったんでしょうけれども、それこそもがいてられたなって言う風

に思います。 

ところがね町長が今回午前中の第５次計画の中で出してきたのは、１０年後人口、

８年後人口３４５０人に到達点を、ランディングバーンをその辺だろうっていう風
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な言われ方をしております。 

やはりね、そういう言い方をされるとね、たがが緩むんですね、職員も、それか

ら町民事自体も。一度緩んだたがは締めにくい、締めれない。そういったことを考

えるとですね、私は今なったばっかりですから、これ以上の詰問はいたしませんけ

れども、町長の指導力を。 

話を聞くのは結構です、話を、町民の話を聞くのは結構ですけれどもそれでも自

分の中でこうあらねばならん、こう有らねばならんからこの部分はちょっと我慢し

てくれっていうような物を常に持っていないと、職員もどっち向いていいのか分か

らない。そういったことでこれは最後、昔の４０年来の友達に対する助言と言う事

で締めさせて頂きたいと言う風に思います。 

以上で終わります。 

○議長（杉本邦雄議長）それでは次に移ってよろしいですね。 

次に３番高田議員、「小学校改築事業の見直しについて」質問して下さい。 

○３番（高田 勲議員）３番、高田勲であります。中村先輩の金平町長に対する全

般的な考え方の質問から一転しまして、今回の補正予算の中の具体的なことについ

て質問さえて頂きたいと言う風に思います。 

 申し上げましたが、金平町政となりましてですね、最初の本格的予算が今定例会

に提案されています。私はその中の小学校の改築事業に付きまして、町長の教育に

対する思いを伺い、又併せて雪氷エネルギー、すなわち利雪でございますが、これ

に対する町長の基本的な考え方を伺いたいと言う風に思います。 

 小学校の改築予算を見てみますと、今回の補正では全体で１億円の減額補正とな

ってございます。これからかかる建築に直接かかるお金が１５億６千万から１４億

６千万と言う風になっています。グランドとか、外構工事で３千万の減額、残り７

千万の内雪冷房２７００万、太陽光発電１６００万と言う風にエコの部分の予算が

削減されております。 

 きっと町長も思いがあってこのエコスクールの部分の予算をカットされたのだと

言う風に思いますが、執行方針のなかにですね費用対効果を考えてというような部

分がございました。どの様に費用対効果を考えたのか。この太陽光発電と雪冷房の

予算カットに至った経緯を是非ご説明頂きたい。 

 もう１点は他の施設も費用対効果に乏しいと言う風にお考えになってるのか、沼

田は雪冷房やってるのはゆめっくるもそうですし、和風園もそうであります。ここ

との違いは何なんでしょうか。 

一方執行方針を見てみますと、氷雪グリーン熱証書事業においては新たな冷熱エ

ネルギーの利用拡大を考えます、こういうことを訴えてます。また、５次総合計画

では基本目標の４に、地球環境に貢献する町づくりの追及ということで、ここでも
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エコをうたわれております。 

これらは非常に相反してるんじゃないだろうか、国とか道に向っては一生懸命雪

を使うんですよ、雪氷エネルギーの研究しますよといっていい顔しといて、町の中

では効果がないから止めたといってつばを吐いてるようなもの。こういう姿勢で本

当によよしいのか、この辺の考え方を１回まず整理していただきたいと思います。

一点目です。 

それからふたつ目、今度は町民の思いについてちょっと触れたいと言う風に思い

ます。今日も後ろに沢山の傍聴の方見えております。中村先輩はどうも俺の一般質

問聞きに来たと思ってますけど、どう見てもＰＴＡの集団だなと言う風に思ってき

っと学校の事が心配なんだろうなって僕は今思ってるんですけれども。 

４月の選挙が終わって間もない頃でした、あるＰＴＡの役員の方から聞いたんで

すけれども、子供同士の学校の会話の中で町長代わったから学校建てないかも知れ

ない、っていう様な会話が学校の中であったようです。その親御さんはどういう風

に対応したのか僕はそこまでは聞きませんでした。 

子どももですね、親も、地域も皆注目してる事業なんです。新しく沼田に学校が

建つなんて言うのはですね、今もう使わなくなった沼田の中学校が建って以来です。

確かあれが私が中学校２年生の時でしたから、３０数年ぶりの大プロジェクトなん

です。それだけ町民は期待をしている。 

学校の論議が始まって間もない頃、教育施設整備検討委員会っていうのができま

した。これは平成２０年１２月にこれは確か、私の記憶が間違ってなければ、教育

長が諮問して教育長に答申がこの時点でなされてるんだと思うんですけども。 

当時行政の力が及ぶとは思わない、学識経験者を含む完全な民間の中で論議され

たことであります。先だってこの資料を読み返す事があったんですが、非常によく

できている。学校を、新しい学校を作るために７つの色んなヒントを我々に提言し

てくれてます。その中にはもちろん耐震化もあるし、利雪もある。ただ７つの中で

今回の学校の改築計画でまんどに満たしているのが、安全安心の耐震化が一つ、そ

れからエコ省エネ、利雪、太陽光発電。この２点なんですよ。満足度は７分の２な

んです。今回雪冷房や太陽光発電の予算を見直す、削除すると言う事はその７分の

２しかなかった町民の思いの内の一個までむしり取るのかいと言う風に私はいいた

い。 

町民との対話を大事にして一つでも多くの意見を取り込もうとする金平町長のコ

ンセプトであれば、雪冷房は実施すべきだ、太陽光もそうだけども雪冷房は特に実

施をすべきだと言う風に思います。町長の考えを伺います。 

あとでっかい三番目、雪の町が進む道と言う事で質問させていただきます。沼田

は平成１４年に輝け雪のまち宣言を行っています。以来、今ほども言いました公共
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施設は改築に併せて雪を利用してきました。 

実習農場でも雪を利用して、一生懸命その優位性を PRしようとしてます。 

残念ながら廃校となりました、町長と中村先輩の出身の沼田高校。この雪の町宣

言の精神を踏襲してですね、廃校になるまで一生懸命雪を PRしてくれた。 

今商工会が中心になっている、支援開発事業、もちろん役場の若い人や農家の若

い人、勤めてる若い人たちの力を結集して行ってるんですが、雪夏祭と言う真夏の

スノーボード大会、これ凄い行動力です。 

このように行政も民間も学生もですね一丸となって、輝け雪のまち宣言にあるよ

うに、町民が一丸となった雪国ならではの町づくりをですね、進めてきたわけです。

今まで数年間も。そういう意味では今沼田町にとって利雪っていうのは、町づくり

の１丁目１番地だ、これを外すわけにはいかん。この事は全てですね雪を使って町

をＰＲすることにより、沼田の雪中米をはじめ、雪中ブランドの農産品、加工品を

優位に販売したい。そして最終的には、当面の目標と言ったほうがいいのかもしれ

ませんが、雪を使った国営の食糧備蓄基地を誘致したい。町民が一丸となってそれ

に向ってるんです。そういう熱い思いがあるから、このような行動に皆、ことに協

力してくれてる。そのように私は理解してます。 

先の大震災、福島の原発事故、国のエネルギー政策の見直しは確実であります。

こんな大変なときに、表現がちょっと不適切かもしれませんが、雪氷エネルギーを

見直す、あるいはＰＲする、電気だけを使わないで、雪も使って米を貯蔵しましょ

うよ、沼田町にとっては千載一遇のチャンスなのかもしれません。全国でも先頭を

走る利雪の町として、世界で一番かもしれないです。今まで以上に利雪を進めるこ

と、雪を使った食糧備蓄基地の誘致を今まで以上に強力に進めること。これが強い

ては国益に繋がるんではないかって言う風に私は大袈裟ではなく思ってます。 

町民の頑張りについての感想、国のエネルギー政策のあり方も含めて、利雪に対

する金平町長の考えを伺いたいと言う風に思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）高田議員の思いは充分に受け止めて行きたいと言う風に思

っておりますけれども。私は選挙期間中、学校建設には一度も、しないとは反対し

たということは一度も言ったこと無いんですけれども、回りまわってそんな話流れ

てということで、私も一度もそれは言った事はございません。 

ただなんとかやっぱり学校を建てるにはやっぱり皆さんの思いがやっぱり必要だ

と思いますし、それと選挙期間中に話があったのは小学校建設に当たりましてです

ね、１４億、１５億の金がかかるそれに関する、やっぱり危惧する方も沢山いらっ

しゃいました。 

これはあの間違いない話でございまして、本当にそんなにかかるのかって言う話
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もありますし、そこまでって言う話も確かにございました。私は教育委員会にご存

知のように１６年ぐらいいましたので、教育に対する思いは多分高田議員ほどにい

かないですけども、思いは人一倍持ってるつもりでございまして、教育の内容、そ

れから教育の学校の先生の問題、それから給食の問題、色んな問題につきましてで

すね、本当に子どもが健やかに学力、それから体も含めてですね本当に立派に育つ、

そのことに関しては全く本当に他の誰にも負けないつもりでございます。 

 そういった意味ではおりますけども、今回の学校建設に当たってやはり、やっぱ

り危惧する方がいたって言うことも事実でございますのでそれもご理解いただけれ

ばと思います。 

 それは何故かっていうと将来的にやはり町の財政がこのまま行くとは到底私も思

えませんし、これから病院の問題、それからデイサービスとか福祉施設の問題。沢

山やっぱり色んな問題抱えてます。農業施策に関しても、これから色んな考え方で

農業施策にも十分な財源を確保しなきゃいけない。財源と色んなものが限られてい

ます。全てを、先程の話じゃないけども満たすには到底そんなに余裕あるようなま

ちではございません。そういったやっぱり危惧する方のことを考えてやはり今回は、

今回の小学校の建設に限って当初私は、やはりあの学校本来のもつやっぱり建物っ

ていうより、中身に重視したいなと言う風に思っていました。 

 その中身って言うのはやっぱり、建物も必要ですけれども、そこで行われる教育

的な活動、教育内容の充実それから今まで議会でも論議ありました小中の一貫教育

の問題とかそういったやっぱりソフトの問題にやはりもっとこれから重点を置くべ

きでないかなっていうのが私の考えでございます。 

先生の配置、それから教育施設の中身の話、これはもう限りありませんけれども、

いかに確かな学力、確かな丈夫な体、それから落ちこぼれないような学校運営、こ

れやっぱり、本当のこれからの皆さんが抱えてどんな校舎でも多分勉強できるんだ

なっていう、達成できるんだなっていう思いはあります。 

そんな思いですけれども、今回の全体的な危惧する方もあって、将来的なことを

考え、将来的な維持管理費、それから等をかんがえてですね今回この本格的な設備

としての雪エネルギーと太陽光発電については、今回計画されたものについては取

り止めたいと言う方向で提案させていただいております。 

だけども、その分で今後、今言いました一貫教育のための人材の派遣とか、それ

から今後これ以外にも備品が５、６千万、それから先生達のパソコンの配置とか、

本当に沢山まだ限りなくお金がかかってまいります。 

こんなのもどうやって加工するかって言うのもまだ課題でこざいます。ですから

学校が出来たけども、中身が伴わないっていうのでは、私は本当に魂が入らない学

校運営したくありませんので、そんなこともやはりご理解いただければと思います。 
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そう言う中で今回は別にあの利雪に関してですね、効果がないとかっていうこと

は一つも思っておりません。ゆめっくるについても老人ホームについてもそれぞれ

年間を通して雪冷房を利用してですね、それぞれ快適な生活を送ってる。これに関

しては効果がなかったっていう判断は一つもしておりません。ですから今後ともこ

れらについては維持をしていきたいと言う風に思っておりますし。町の、町が宣言

している雪のことに関してもですね、これは色んな方がですね今雪夏祭で頑張って

る、それから各農協それから色んなところで雪を利用していただいてる、それから

それに伴ってイチゴとか椎茸も栽培している。これは本当に沼田の大きな財産で過

去篠田町長、それから西田前町長がですね取り組んできた本当の大きな成果でござ

いまして、これは本当に評価に値すると言うか、今後とも沼田の宝としては継続し

て行く必要があると言う風に私も思っておりますし。これを私の代で、私のときで

やめるつもりは一切ございませんので、それはここで確認させて頂きたいと言う風

に思っております。 

今回この小学校のことに限って今考えていたんですけども、今高田議員が言うよ

うに雪をやはり、雪を利用したそれから太陽光を利用したですね教育が必要だって

いうことも十分理解しております。 

そういった中でですね、今回ですね今教育的な側面から考えましてですね、どう

やってその雪エネルギーを勉強するか、それから太陽光発電を勉強するか、そうい

った教育的な観点からの整備は私も理解しておりますので、何とかその方向では、

スケールはちょっと小さくなるかもしれませんけれども、取り組んでいく価値があ

るかなと言う風には思っております。 

 それはあの雪冷房と、今４６００万かかっております。ですからそれを少しでも

削減してですね、その分を何とか他のとこに振り分けて行きたいと言う風に考えて

降りますので、そういった意味で、何とかですねそういった方向での検討はさせて

いただきたいと言う風に思っております。 

ですからそれは具体的にどうなるかっていうのはちょっと今後詰めさせていただ

きますけれども、例えば今太陽光パネルは校舎の南側の高いところ、一番高いとこ

ろに設置されています。子どもが見える状況ではありませんので、そういったパネ

ルにつきましては例えば、１階のたとえば平場に下ろしてですね、子ども達が見れ

て触れて、そっからどうやってエネルギーが生まれてくるかっていうそういった勉

強出来る様な例えば工夫の出来る太陽光発電。 

それから雪冷房に関しましては今熱交換方式を今採用して、地下に貯雪庫を作っ

てそこに雪を入れてそれで熱交換をすると言う方式でございます。これだと維持管

理費も将来的な負担も沢山かかります。これじゃなくて例えば空気循環型って言う

か、直風型を採用すればランニングコストもかからないですし、書記投資も少ない
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ということもありますので、こういったことについては充分に子ども達が雪に接し、

そしてまた新たな、今ある中での雪の貯蔵庫を使って野菜を貯蔵するとか、そうい

ったことも可能だと思いますので、そういった面で教育的な面に充分に配慮した施

設整備はやらして頂きたいと言う風に考えておりますのでご理解いただければと思

います。 

全て答えてないかもしれませんけれども、もし漏れたところありましたらお願い

致します。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、高田議員。 

○３番（高田 勲議員）私も１期目の４年間でですね、学校と言う学校、一杯見て

まいりました、今からもう３年ぐらい前から当時議会の事務局長だった今の金平町

長と学校に関する思いを真剣に論議したことが有ったような気がします。 

もちろん金平町長がおっしゃる事は間違いではなくて、方向性もきっと私と金平

町長の学校に対する思いってきっと同じなんだなって言う風にぼくは認識してるん

です。それで町長の前で教育論議しても釈迦に説法になっていまいますので、それ

は行いませんけども、せっかくお金をかけるんであれば今おっしゃったようにね、

教育的な効果をやっぱりぐっと身近に子ども達がそういうものを感じられるような、

ものにしていただきたい。お金の大小じゃ僕はないような気がするんです。 

 あともう一個今全体的な雪の町の話になりますけれども、こっちの方ではですね、

大型食糧備蓄基地を北海道の各市町村が虎視眈々と狙っている訳です。その中で沼

田がですね、新しく出来る公共施設、学校にですね、雪冷房が後退したよっていう

ことになると、美唄なんかもう手はたいて喜びますよこれ、ですから今上がってい

るメニュー後退することなくですね、しっかりと進めて言って来年の１２月か、来

年の１２月今の予定では来年の１２月なろうとおもいますけれども、もう既に１ヶ

月ほど遅れてるのかな、さっきも言いましたように子ども達が一生懸命、子どもも

親も地域も注目している一代事業でございますんで、是非、是非是非立派な学校に

なるように町長、学校設置者としての指導力を発揮していただきまして、立派な学

校にして頂きたいと、最後お願いになりましたけれども、大変いい答えを皆さんの

前でいただきましたんで私の一般質問をこれで終わります。以上です。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、御意見ということで次移ってよろしいですか。 

はい、それでは７番絵内議員、ごみの収集について質問して下さい。 

○７番（絵内勝己議員）７番絵内です。ごみの収集についてと題しまして質問をさ

せて頂きたいと思います。今回の選挙では町長選はじめ議員の皆さん方のそれぞれ

選挙あった訳でありますけれども、その中の色々なテーマあったと思いますけれど

も、ごみ関係についてはそれぞれ大きなテーマのひとつとして挙げられたのかな、

そんな風に考えてございます。 
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 そういった観点から今回のごみの回収方法については新しく町長が変わりまして、

改善策がそれぞれ検討されてございます。確かにそういったものも大事であります

し、そしてごみと言うのは毎日の私たちの生活する上において、必ずごみが出てく

るわけですの、その処理の方法についての色々なもんが挙げられるのかな、そんな

風に感じております。 

 それでやはり、一番やはり町民の皆さん方、これは全ての町民ではありません。

商店街ではあまりごみシュテーションについては歓迎されませんけれども、住宅街

の所に私も、選挙のときに各ご家庭回らさせていただいたときに、生ごみを出した

ときに非常にカラス等に散らされてしまったり、後の始末が大変な一つの状態よっ

て言う部分が数多く聞かされてございます。 

もちろん沼田には、生ごみについての処理についてはディスポーザーを利用する

ということ出来ますけれども、全てがそれを取り入れてくれるような人ばかりでは

ないわけであります。中には高齢者でそういったことに対しましても非常に使いづ

らいよという部分もありますし、そして又サラリーマンの皆さん方で若い人、これ

は独身の人は特にそうだと言う風にも聞いてございますけれども、非常に出したら

そのまま網をかけてばーっと職場に行ってしまうというその状況下であります。 

そういった中においてその後、ご案内のとおり沼田も自然豊かな沼田ですので、

カラスもそれぞれ数多くの種類と羽数おるもんですから、すかさずその後すぐにそ

こにきて、色々と散らかしていくってのが現状が見受けられます。そんなことを考

えた時に、その町民の一人はそれぞれ町内で管理するから、ごみステーションを作

ってもらえばと、もちろん全額行政にお願いするってんではなくして、作りたいん

だけれども行政でいくらかでも補助をしていただくようなそんな方法取れないのか

なって、そんな風にして色々と言われた観点が非常に沢山ございます。 

そんなことを考えた時に、ある程度そんなことに対しての色々な角度から取り組

まなくてはいけないのがごみの問題と思いますので、そういったことに対しまして

町長いくらかでもそんな一つのものを見てあげるべきでないかと思いますけども町

長の見解をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）ごみの問題に関しまして、ごみステーションのお話があり

ましたけれども、せっかくですので今回提案の中にはですねごみの、資源ごみの回

収についてですね提案しておりますけれども、ここに今傍聴者の方いらっしゃいま

すので、併せて宣伝も兼ねてですね、ごみの収集、資源ごみの収集に関しては、こ

こにあるごみセンターと平行してですね、町内を、限られた日ですけれども全町ご

みの資源ごみの回収に回るといったことで今議案に提案させておりますので、明日

の補正が決まればですね、８月１日から全町くまなく資源ごみの回収にそれぞれ回
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りたいと思います。これに関しては多分７月の５日からふれあい懇談会という説明

会を各行政区で行いますので、ぜひその時にいろんな話しをお聞き願いたいと言う

風に思ってます。 

 で、今のお話でございますけども、ごみステーションの設置に関しましてはです

ね、平成１４年にごみステーション設置に関する取扱要領というのが町で定めてお

ります。で、この定めにはですね、条件として行政区や町内会組織が自ら設置場所

を決定し、自ら維持管理を行うもの、それから設置にあたって町と覚書を交わす。

それから費用負担は、設置の費用は町が全額負担します。ただし、その後の小破修

繕や維持管理は行政区が行うとこういった条件でですね、過去現在まで、３行政区、

６基で述べ９２戸の方が利用して総額３５万９千４５０円が支出されております。 

町内別に市内７に３基、市内６に２基、旭町の一部に１基が今設置されておりま

す。ですからこの要綱は現在も、要領は生きておりますので、是非こんなことでも

し希望がありましたら、前向きに私ども現在では予算がございませんので、あった

段階には補正を組んででもこれについて対応をしたいと思っておりますので、要望

があれば是非、担当住民生活課の方においでいただければ、申し込んでいただけれ

ばと思います。これらにつきましてこの制度につきましてもやはりごみステーショ

ンがあればそこに色々、持ってこれる方はそこで持ってきていただければ、回収の

方も楽だと思いますので、各町内会ごとにですねそんな協力もコストを下げる一つ

になりますので、町内会でまとめて頂きたいと思いますし、７月からの各地区の懇

談会でもこの辺も私どもも併せてまた宣伝が足りなかったかなと反省しております

ので、これらについても十分にＰＲしてですね、ごみのリサイクルそれからごみの

減量化に向けてですね、取り組んで行きたいと思いますので、よろしくご理解いた

だければと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、絵内議員。 

○７番（絵内勝己議員）今の町長の方から明快な回答いただいて、それでいいんで

すけれども。やはり町民の皆様方割と理解されて無い分、要するにＰＲが不足して

る分てのが、色んな町の色んな面においての町民のための色んな政策等があったに

してもそれが理解されてない部分ってのが多々あるのかな、でそれが余り進んでな

いとすればやはり毎月２回、町からも町民の皆さん方にお知らせ版等々が発行され

てるわけですので、そういった中にももう少しこまめにですね、どうかあのＰＲし

ていただきたいし、またあの今回それぞれ町のそんな一つの説明会って言うか、そ

れが予定されてるようでありますけども、是非そのときにはＰＲもしていただきた

いし、そしてやはり、更にやはり町の広報等においても、今まで以上その辺もＰＲ

して、やはり沼田の町っていうのは非常にいいとこなんですねって言う風に、町民

の皆さん方の町長の執行方針の中にありますように、皆さんの声を取り入れてとい
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うそんな一つの表題もありますので、是非ですね更なる町民の皆さん方に理解をい

ただけるようなそんな一つの方法に進んでいって頂きたいと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、ご意見でよろしいですか。 

それでは次に移ります。５番、長原議員。「遊休資産の活用について」質問して下

さい。 

○５番（長原 誠議員）議長。５番、長原誠でございます。本年統一地方選挙で金

平町長、ご当選されまして本当におめでとうございます。 

 私も議員として議席をいただきました。町民の声を議会に繋ぐということを心情

に議員活動務めてまいりたいと言う風に思っております。 

 先程来より先輩議員さんそれぞれ大きな課題について質問されておりますけども、

私ちょっとポイントが小さいわけですけども、遊休資産の活用と言う事で質問をさ

せて頂きたいと思います。 

 先程来より一部話出ておりましたけれども、中学校が旧高校の方に移転されまし

て現在今遊休状態になっております。これも耐震の関係で耐震構造でないというこ

とで早急にやらんきゃいけないということで進められたと言うことも承知しており

ますし。しかしながら、旧校舎については使用できないのかなと思いますけども、

体育館につきましては手を加えて何かに活用できないのか、そんな風に言う町民の

方も大勢おられますんで、その考え方をお聞きしたいその様に思っておりますし、

一連としましては床部分を一部回収し、野球ですとかサッカーですとか夏場の土に

触れ合うスポーツの練習場、そんな風に利用してはどうかって言う人もおりますし、

あるいはお年寄りのためのゲートボール場ですとか、ミニのパークゴルフ場ですと

か、そういった物についても利用できないのか、そんな話をされる方もおります。

その辺の見解もお聞きをしたいと思います。 

 かつては町の遊休施設につきましては、私の記憶の中では共成の体育館側の夜高

会館できる前は台車の保管庫に使っていたり、北竜の地区館が今民間に貸し出され

てるのかな。そんなのもあったり、ほたるの陶芸館につきましても今化石学習館に

なって活用されてる。そういう流れもありますんで使えるものは是非とも活用して

町民のために使っていただきたいそんな風に思っておりますし。 

 まず高校の職員住宅につきましても、西町地区にありまして、毎日目につくわけ

なんですけども、遊休状態で使われていない状態でおかれている。なんとかあれも、

地区年数の浅い建物もあると思いますんで何とか活用できないのか、そう言う話が

よく聞かれます、その辺も併せて町長の見解をお聞きしたいと思います。よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）遊休資産の活用と言う事で、今代表的な例として旧中学校
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のグランドや校舎の跡地利用についてのご質問だと思います。 

 現在のところ今後の利用についてはまったく移転したばかりで、前政権下も今も

その具体的な検討はなされておりません。 

ただ、東１町内、それから西１町内からですね地域の活性化を目指して、目的に

したですね、跡地利用に関する要望書はきております。ただこれは来た段階でまだ

それをどうするかってことは、前町長の時代からもそれについて具体的な検討はな

されておりませんので、今後の利用に関してですね広くいつまでもおいとくわけに

いけませんので、ただ全部壊すとしても億単位の金がかかります。だからそう考え

れば何とか跡地利用についてですね、広く町民の意見を聞きながら跡地利用の検討

委員会なんかを設置してですね、利用方法について今後検討していきたいと言う風

に考えております。 

今想定される、先程の要望の中でですね病院とか、消防支署の移転とか高齢住宅

の建替えなんかも、そういった案も出されております。そういったことも含めてで

すね、地区の方とも十分協議してその検討委員会の中に入っていただいて、検討で

きればなと言う風に思っております。 

ただ今長原議員が言うように体育館を例えば土間の体育館とかっていう話ござい

ましたけれども、残念ながらあの体育館は耐震構造にはなっておりませんので、そ

の中で子どもが遊んでて万が一ということになると大変です。倉庫には使ってもい

いかもしれませんけれども、住民が利用するには危険な建物かなって言う風に認識

しております。 

ただこれを耐震の診断をして、例えば土間の体育館にして、補強してってなると、

やはり８千万以上の金がかかることは間違いありませんので、それらに対してもや

はり費用対効果でないけども、そういったことも総合的に考えてやはり慎重に検討

したいなって言う風に思っておりますので、これはいつまでもおいておくわけにい

きませんので、それらについて検討していってまた一定の方向が出ましたらまた、

これあの病院の問題とか色んな問題解決しない限りは総体的に解決なりませので、

それらも含めてですね、又皆さんと町民の皆さんの意見を聞きたいなって言う風に

思っております。 

あと旧沼田高校の教員住宅についてでございます。あれは道の財産でございまし

て、あれをですね今、だいたい１１戸道の財産としてございます。 

今週この春にですね、管内の選出の道議会議員を通じてですね、無償譲渡の要望

をしてですね、今現在道教委と協議中でございます。ただ道教委の見解としては道

立高校が今沢山今廃校になってるとこありますけども、他の自治体に対してですね、

有償で譲渡してると、決して無償譲渡はありえないと言う話でございますので、こ

れらについても気長にですね、要望していきたいと思いますけども、若干無理なの
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かなって言う気がしております。 

他の町が買ってうちがただでもらうとちょっとあれなんかと思いますけども、現

在評価額で概算でございますけども、１１棟で道の評価額として、１２００万ぐら

いの評価になっております。 

これらをどうするかって問題も含めてですね、慎重に考えなきゃいけませんけど

も、ただ道立の学校の先生なら利用できます。一般の方は利用できません。ですか

ら一部今学校の先生が一つの所に入っておりますけども、その利用緩和についてで

すね道と過日協議、担当の者にいっていただいて協議していただきました。 

当初、今言ったように当初入居できるのは教員のみとされていましたが、一部そ

の規制を緩和する動きもあるやに聞いております。 

その辺でですね、その利用促進がなされるように私どももまた道教委に働きかけ

てですね、一般の方が住めるような、どういう形か分かりませんけども、そういっ

たことも検討して今年の冬、雪が積もってですね、そういうとこ、見苦しいとこ見

られたかと思いますけども、現在あれは深川の西校が管理しております。ですから

中々管理行き届かないとこもありますので、防犯上、それから色んな見栄えも考え

ると中々そういった方向でいければなと言う風に思ってるのが現状でございますの

で、なおちょっと推移を見させていただければと思います。以上でございます。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、長原議員。 

○５番（長原 誠議員）中学校の体育館についてはそういう耐震の関係があって今

難しいという話もお聞きしましたが、やはり過去にそうやって色々利用されてるっ

ていう流れもありますんで、方策がないのか検討していただきたい。 

 それに住宅の、教委住宅の関係ですけども、町長言われたんですが、後半になっ

て言われたんですけど雪の心配をしておりました。やはり沼田は雪の町で雪を表に

出してやってるですけども、逆にそれが災害に繋がる逆に今年の春特にあちこち落

雪事故も起きておりますんで、その心配をしておった関係ありまして私申し上げた

んですけども、その管理の面に対しても更に徹底をしていただきまして、一刻も早

く人が住んでそういう心配のないような住環境にしていただきたい、そのことを申

し上げまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（杉本邦雄議長）答弁よろしいですね。はい、ここで休憩を取りたいと思い

ます。１０分間休憩致します。 

１４時００分 休憩 

 

１４時１０分 再開 

○議長（杉本邦雄議長）はい、それでは再開致します。６番鵜野議員、「過疎化対策

について」質問して下さい。 
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○６番（鵜野範之議員）６番鵜野です。よろしくお願いします。過疎化対策につい

て質問したいと思います。 

今回４月の選挙で新しい町長が誕生しまして、町民は大きな期待をしているわけ

なんですけども、その反面心配もしているって言う部分があるのかなと言う風に思

っております。 

そこで今回町政執行方針の中でも問題定義されているんですけれども、今地方が

抱える大きな問題は急激に進む過疎化なんだろうなと言う風に思っております。当

然本町においても例外ではなく過疎化状態になっていっているわけなんですけども、

過疎化は町の根本にも係わる問題なのかなと言う風に思っております。これをどの

様に町長は取り組んで行こうかな、行こうとしているのかということを具体的にお

聞きしたいなと言う風に思っている訳なんですけれども。余りにもこういった問題

幅が広すぎて、どういう風に聞いてどういう答弁をいただければいいのかなって言

う風に考えたんですけれども、私なりに２点の問題点で絞らせていただきました。 

まず一つ目は雇用対策をどういしてくのか、人口増やすには雇用対策なんだろう

なと言う風に思っておりますけれども。企業の誘致、これまでも企業の誘致につき

ましてはそれぞれ色んな形の中で誘致作業しながら、それが中々上手く行かなかっ

たって言う部分も有るのかなって言うように思いますけれども、町長は今回こうい

った立場になりながら、どういうような誘致の仕方をしていくのかなと言う風にお

聞きしたいのと、できれば本町にあうような産業が誘致できれば一番いいのかなと

言う風な自分の気持ちもあるところでもございます。 

また本町にも色んな産業がある訳なんですけれども、本町の中で新しい産業を構

築するような方法っていうのもあるのかなって言う風に思っております。例えば農

業法人な訳なんですけれども、法人化することによって、会社経営にすることによ

って雇用をそこの場で持てるんだろうなと言う風に思っておりますし、よく言われ

てるように６次産業化って言う部分もありますんで、そういった中で町の中で産業

を作って行く、雇用をしていく体制作りって言うのも必要なのかなって言う風に思

っておりますし、農業の中で言いますと法人化については色々施策が予算がある訳

なんですけれども、あれは複数戸の法人でのっていうような制約がついてるわけな

んですけれども、今後そういった雇用対策って言う部分を考えてみる中では、複数

戸でなくてでも１戸１法人ででも、何とかそういった企業を作っていくんだってい

うような、雇用対策なんだって言う格好の中で考え方を変えていくのもまた一つの

方法じゃないかなと言う風に思っております。 

また本町にも色んな産業ある訳なんですけれども、商店街、農業、工業、これら

それぞれ戦後色んな中で発展してきたわけなんですけれども、やはり今の産業を見

ますと、どうしてもそういった部分が段々段々衰退して他の物に切り替わってくの
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かなと言う風の思っております。 

そういった中で持続可能な抜本的な改革をしていかなければ、中々商店街にして

でも農業にしてでも工業にしてもなってかないような風に考えます。そういった部

分も含めてお話しを聞けれたらなと言う風に思いますし、また町施設でもかなりの

雇用の場になってるのかなと言う風に思っております。ホテルにしてでも、加工場

にしてでも、あと老人ホーム色んな部分あるんですけども、そういったものを又更

にフル活用しながら、あと例えば役場自体もやっぱりこれ雇用の場なんだろうなと

言う風の思っているわけなんですけども。 

変な補助金だとか、そんなところに５００万だ４００万だって払うぐらいだった

ら、やっぱり職員を１人でも２人でも増やすこともこれ雇用対策の一つだって言う

風の思いますし、そのことが町民のためにもっともっとプラスになるのかな、色ん

な政策を打ち出すのはいいんだけれども、お金をばら撒き、ばら撒きの政策って言

うのはどうかなって言う風に思いますんで。そういった部分でそういう方法もある

んじゃないかなと言う風に思っております。 

ふたつ目と言う事で、今は雇用対策って言う部分でくくって今しゃべらさせても

らったんですけども、もう一つは自分なりにどういう風に表現していいのか分から

ないんですけれども、魅力的な住環境って言うか、沼田に住んでる環境をもっとも

っと魅力的に出来ないのかなっていうような事で、色んな政策が立てれないのかな

と言う風に考えております。 

 例えば中にも良く出てくるんですけれども、子育てだとか支援をするだとかって

あるんですけれども、若い人たちに沼田に住んでもらう為のもっともっと奇抜な支

援対策って何ぼでもあるのなって言う風に思っておりますし、そういった部分で新

しいアイデアを出してもらいたいと思いますし、教育環境っていう部分では沼田で

なければできないって言うようなそういった特性っていうか、そう言うものも持ち

ながら、沼田に住んでもらいたいっていうような格好の中の政策って立てれないの

かなと言う風に思っております。 

またあと住宅環境って言う部分で今沼田の公営住宅だとか、そういった住宅って

かなり古いのかなと言う風に見ているんですけれども、若い人たちが沼田に住まな

いっていうか、他で住んでる理由の中で新しい住宅に住みたいっていうことで他に

住んでるっていうのも何件か聞いたことあるんですけれども、やっぱりそういった

部分の住む場所をどんな政策が良くてでも、沼田が良くてでも住む場所が綺麗であ

ってそういう環境作りっていうのも今後必要になってくるのかなという風に思って

おりますし、それが沼田がベッドタウン化になるのかなと言う風にも思いますし、

また色んなアイデアで色んな住居って言うか、住宅でペットが飼えないだとかって

そう言う制約がある部分ちゅうのは、たまによく聞くんですけれども。そういうん
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ででも飼えますよだとか、他の町でやってないような格好の中でそういったことが

出来ないのかと言う風にも考えております。 

又更に小中学校だとか、自衛隊だとか、農協職員だとか、意外と沼田に職場があ

りながら他から来ている部分を何とか沼田で住んでもらえるような姿勢って言うの

も、本当に身近な部分で簡単に問題を少しずつ整理することによって、住んでもら

えるのかなと言う風に思いますんで、今のふたつに対してだいたい私がこう言う風

に考えてますよって言う話なんですけれども、町長はこういったことで過疎化に向

けてどういう風に取り組んで行くのかな。 

人口４０００人復活プロジェクトって前回までったら言い方おかしいのか、どう

なのか分からないんですけれども、そういう目標があって、その目標に向って進ん

でたような気はするんですけれども、４０００人でいいのか、３６００人でいいの

か、３４５０人でいいのかって言う部分もあるんで、そこら辺を詳しくお聞きした

いと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）一般質問通告以外のこと沢山あったので、全部に答えなく

てもよろしいですか。これ全部に答えてもいいんですけども永遠と長くなるので、

答えられる範囲で答えさえていただいてよろしいいでしょうか、資料も用意してな

いものあるもんですから、中々確かなこと言わないとまずいと思いますので、お許

しください。 

 過疎化につきましては今回提案しております、沼田町第５次総合計画の中でです

ね人口の、一般的な人口の推計って言うのがありましてですね、過去の国勢調査の

数字とそれからそういったもの加味してですね、統計的には今後の８年後、平成３

０年にはですね、人口が一番低いやつで３５５６人。もうひとつの推計では３２７

３という 推計になっています。過去この推計を見ますと大体推計どおりには過去

この１０年ぐらいはなってきております。そんなに差がなく推移しております。 

 だと本当このままに何もしなければ多分このままこの人口に行ってしまうのかな

っていう恐れがありまして、なんとしてでもこれは食い止めなきゃいけないなと私

は思っておりますし、何とかこの今回提案いたしております沼田町第５次総合計画

の中でですね、沼田町２１ジャンプアップ作戦と言う事で沼田町地域資源循環型成

長戦略といったものを提案させていただいております。 

この中には地域資源を使ってですね、地域内の色んな宝物発見して、産業に結び

ついて住みやすさを追求して、それから人口増やしていく、そういう形のプランを

立てておりますので、今回この総合計画につきましては、定例会に提案しておりま

すので、これが議決、構想が議決された後におきましてですね、これに従って具体

的な実施計画を立て行きたいと言う風に思っております。 
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その段階で先程申しましたように、色んな方の意見を聞きながらですね、具体的

な今鵜野議員がおっしゃった色んな何点か、住宅のこととそれから子育て環境のこ

と、それから町外からの転入それから職員住宅、職員の増とかって言う話、色んな

提案がなされております。 

こんなものもですねその中に入れて何とか人口増を図って過疎化を防止したいと

言う考えでおりますので、これについては今暫くちょっとお待ち頂きたいと思いま

す。  

何もしないわけでないのでこのままほっとくと私も危機感がありますので、何ら

事をしなければいけないと言う風に思っております。 

先程幾つかの中でですね、一番簡単、簡単と言うか答えられる役場職員の雇用で

ございます。これは過去沼田再生プランという我が町再生プランと言う平成１６年

に行政改革を行いました。その中で町職員の定員数については減少させると言う形

で沼田長は合併しないと、色々ありますけどね、その中で職員の不補充を訴えてお

りました。それによってここ１０年ぐらいの間で十数名以上の職員が減になってお

ります。そのままで今のまま来ております。現状としてはご存知のように役場の中

本当に少ない中で職員皆さん、職員の課長以下頑張って仕事をしてますけども、や

はりやっぱり色んな行政課題がどんどん増えてく中でですね、やはりやっぱり色ん

なところで手狭で人員も足りないと言う話も私今回、５月になって聞かされており

ます。そんなこともあってですね、できれば来年の採用ではですね、考えですよ決

定では有りませんけれども、何とか職員を増やしていきたい、雇用を増やしていき

たいという考えは持っておりますので、何人増やすかについてはまだはっきり言え

ませんけれども、やはりそういった面での雇用を増やしていきたいと言う考えでお

ります。 

それから住環境の問題に、公営住宅が古いとかっていう話があります。若い人が

住みやすいと言うか、やはり特に民間住宅、我々の誘導策、町の誘導策で民間住宅

がご存知のように４棟建っております。お陰さまで全部若い方が入っております。

我々も公住沢山抱えておりますけれども、中々財政それから維持の関係でですね、

中々増やすことは出来ません。そういった民間の誘導もやはり我々は促進していか

なきゃいけないと言う風に思ってますけれども、現在ある公営住宅にも古いとこが

ろございます。そういうところもやはり順次ですね、リニューアルっていうかリフ

ォームをしながらですね、いきたいと言う風に思っておりますし、町全体の住宅を

どうするかっていうマスタープランを何年か前に立ててますけども、再度またそれ

見直してですね、そういった企業誘致はしたけども、人は呼んだけども住む場所が

ないっていうこういったことでは問題があると思いますので、その辺もやはり今後

この中で検討していければなと言う風に思っております。 
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それからせっかくですので、町外から沼田に通って津方も沢山います。去年か一

昨年ですね、町外から通ってる人を調査したことがございます。どっから何人通っ

てるか調査して、例えばそこの事業主の方に何とか沼田に住んでもらいたいって言

う話を担当課の方からさせていただいております。これらについてもまた、色んな

施策をする中でですね、町が住むと、沼田町に住むともっと便利だというか、住み

やすいっていうことをアピールする必要もありましてですね、そんな形で、町外か

ら２５０人ぐらい通ってるそうです沼田町に。ですからなんとかそういった方をで

すね、町内にとどめる為にはもちろん今言ったように住宅の整備しなきゃいけませ

んし、今回定住の応援の中でですね、町内の方が、これは中古住宅取得の補助もそ

れから住宅奨励補助金も今回設けておりますので、そういった総合的な住宅政策も

きちっとやっぱり立てる必要があるのかなと言う風に思っております。 

それから住環境の中で子育ての問題もございました。若い親御さんたちがですね、

安心して子どもを育てる。先程の学校問題もそうだし、保育園の問題もそうだし、

幼保の問題、それから幼稚園の問題２年保育の問題沢山あります。こんな問題もや

っぱり早急にやはり方向性を見出していかなきゃいけないなって、かなって言う風

に認識しておりますので、鵜野議員がおっしゃった、それから後、最後に本町であ

る農業、新しい農業の中でですね、あるいは農家の方が戸数が２００戸切った状況

でございます。 

ですので、それらについても今鵜野議員が言った農業、鵜野議員は農業法人をや

ってらっしゃいますけども、その１戸１法人の話もございました、我々も今回予算

の中で１戸１法人に対する補助なり、育成も検討させていただきました。今回見送

らせていただきましたけども、これらについてももう少し意見交換しながら、他の

産業との関係もありますので、これらについてもですね、将来的に今言った形で法

人が雇用の場となることは間違いありませんので、鵜野議員も沢山の方を雇用して

らっしゃいますので、そんなこともやはり農業経営者それから農協とも打ち合わせ、

調整しながらですね、具体的な実施計画の中に盛り込んでいって、総体的に過疎化

をどう防止するかに関してはですね、色んな要素があるのでこれらについてですね、

きちっと系統立ててそれから整理をして取り組んで行きたいと言う風に思っており

ますので、又色んなご示唆をいただければと思っております。 

もしなんか欠けてる事がありましたらお願い致します。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、鵜野議員。 

○５番（鵜野範之議員）今後こういったことについては前向きな中で取り組んでい

ただけると言う事で、それぞれ時期が来れば政策なりそういった部分が出てくるの

かなと言う風に大きく期待している訳なんですけれども。 

 先程５次総合計画っていう部分の中で説明あって、私も若干そこで質問させても
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らったんですけども、今まで人口４０００人にしましょうって言う、大きな目標を、

大きななのか小さななのか目標があった訳なんですけども、今回そういった部分の

数字が排除されたって、こういう計画を実行する時に自分ひとりが実行の目標を持

ってやるわけで無い訳で、職員それぞれ何十名、そして町民の方々が４０００人に

向けてこういう風に取り組んでいるんだっていうような姿勢の数字なのかなと言う

風に思っております。それが３４００でいいんだよってなると、本当にそれでいい

のかなって言う部分があって、やっぱりそういった部分で過疎化を防ぐ為にはこう

いった大きな目標を持ちながら、こういうこともしなくちゃいけない、ああいうこ

ともしなくちゃいけない、で皆さん一緒に考えてほしいだけどこの部分我慢してほ

しいていう部分が出てくるのかなと言うことなのかなと言う風に思っております。 

 もしそういった部分で目標数値なり、こういう風にしていくとこの８年間でこう

いう状況になりますよって言う部分のものがどっかに示されないと、中々それがま

だまだ厚い冊子になるって聞いてるんですけれども、本当にそれが今まで積み込ん

できたせっかくの苦労になるのかなって言う風に思うんで、やはり新しく町長にな

って、私こうやって言うのも失礼なんですけれども、余りにも自分のカラーを出す

のに真剣になっちゃって、ちょっと本線からちょっとずれていくのもおっかないな

って言う風に思います。 

 基本的な部分っていうのはやっぱりそんなにそんなに変わらないのかなっと思い

ますし、もっとずっしり構えた中でそこら辺の目標を４０００なら４０００でも言

いと思いますし、４２００なら４２００でもいいのかなと言う風に思いますんで、

そういった何か皆に理解できるような目標をしていただきたいなと思っております。

どうでしょうか。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）具体的な目標数値については今回省かせていただきました

けども、思いとしては人口増で現実的路線で今この総合計画の中では目標人口は３

４５０とさせていただいております。先程言った人口の減少とか色々考えたら、私

としてはこの数字が妥当でないかなと言う風に認識しております。これが低いか高

いかは別として、人口増については本当に意識としては持っておりますので、この

総合計画の中でそれらが汲み取っていただいて、我々職員も皆さんも含めてですけ

ども、皆でこの総合計画の達成に向けてですね、知恵を出し合って努力していきた

いというのが私の考え方ですのでご理解いただければと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、鵜野議員。 

○５番（鵜野範之議員）この関係につきましては後、それぞれ町長が色々政策出し

てくれた中で色々応援していきたいって言うか、色んな風に持っていきたいなって

言う風に考えておりますし、町長が言うように住んでる人がって言うよりも、これ
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から沼田に住む人も含めて沼田に住んでよかったなって言うような町づくりにして

ほしいなって言う風に思っておりますし、また挑戦するまちづくりを目指してほし

いなと言う風に思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、答弁はよろしいですね。次に移ります。１０番渡邊

議員「沼田町の防災対策について」質問して下さい。 

○１０番（渡邊敏昭議員）１０番、渡邊敏昭です。私からは沼田町の防災対策につ

いて新町長の考え方を聞かせて頂きたいと思いますが、まずこの３月１１日の東日

本大震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げるところです。 

 ご案内のとおりこの東日本大震災を契機に各地で防災対策の再検討が行われてい

ます。それは地震の強さは元よりそれによる大津波の被害と、福島原発の震災事故

がいかに大きなものなのかを物語っているのではないのかと言う風に思います。し

かもそれらは３ヶ月以上にもなる今も解決の目処さえついていないのが現状です。

未だに３万人以上の避難者もいるわけです。 

国のしっかりとした早期対策を望むところですが、さてこの震災で被災した各自

治体の防災担当の職員は口を揃えるように想定外の事態だとそういう風におっしゃ

ってます。この想定外の事態にどの程度の対策、防災対策が必要なのかはそ自治体

によって違うと思いますが、数多くの自治体で防災計画の見直しが行われようとし

ているのは現実でございます。 

我が町も過去には直下型地震やあの忌々しい６３年の大水害があった訳で、あれ

は激甚災害の指定を受けるほどの想定外の災害であったんでないかなと言う風に私

は考えています。 

あれから半世紀が経つわけですが、町長には大きな意味で町民の生命と財産を守

る義務があると私は考えてございます。そんなことからある程度の災害への準備と

備えはこれは当然必要なことなんでないかなと言う風に考えます。 

大津波は沼田ではないでしょうが、今朝も体に感じるような地震がございました。

大地震や６３年以上の大水害は十分考えられることです。今回役場庁舎と消防庁舎

の耐震診断を予定していますが、沼田町にはダムが大小４つありますし、６３年当

時はまだ石田の沢に自衛隊施設はございませんでした。 

それらの安全性も含めて町関連施設の防災対策は大丈夫なのか、町長の行政方針

に防災対策の見直しと有りましたが、どの程度の見直しを考えているのか。 

また平成１８年に作られた防災マップですね、これは洪水用のハザードマップで

す。この見直しを考えていないのか。 

 災害時の備蓄ですね、何かあった時の備蓄が充分に考えているのか、この４点を

大きく伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 
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○町長（金平嘉則町長）今回の大震災でですね、我々も皆さんも多くの事を学んで

ですね、改めて防災のあり方についてですね本当に示唆を与えていただいたのかな

って言う風には思っております。 

 本町も今渡邊議員が言うように、直下型の地震やですね集中豪雨の経験を持って

いますので、私としてもやはり防災意識をきちっとやはり持たなきゃいけないなと

言う風には考えております。 

過去のその直下型地震、それから集中豪雨にあったもんですから、沼田町に地域

防災計画って言うのございます。その防災計画を平成１９年の１１月に見直しをし

て現在に至っております。その後見直し作業は行われておりません。 

今回この大震災を教訓に各地域で防災対策の見直しが行われておりますので、本

町もですね本年度防災計画の新たな見直しが必要であると考えておりますので、こ

れらについてもやはり今年度からですね、事務レベルで防災計画の見直しをしてい

きたいと言う風に考えております。 

これはどの程度必要か内容については、まだ内部で検討してますけども、今話し

ありましたように、役場本庁舎に防災無線の機械もありますし、それから防災のな

んか有った時の拠点となっております。 

その役場が耐震化なされてない施設でございますので、これらについてもやはり

その耐震化をする必要があるということで、今年度３００万かけて、耐震化のため

の第１次診断を行いたいと思っております。来年度を第２次診断と終わりまして、

第２次診断を終えた後、どの様にするのか役場庁舎の耐震化工事も検討していきた

いと言う考えております。 

これやはりちょっと順番を追っていかないとすぐは出来ませんので、ちょっとこ

の１、２年かかるかもしれませんけども、そんな思い出ございます。 

 あと防災無線、今各戸に配布している中で防災無線もですね、今２２年度に防衛

省の予算で実施設計も完了してまして、国の予算の絡みでですね、２４年度工事着

工に向けて要望中でございます。これ今年度予算の関係で取れなかったもんですか

ら、なんとか２４年度中の事業着手を向けて今要請活動をしておりますので、今お

待ちいただければと思います。 

 それから町関連施設の防災対策につきましてはですね、今年の３月に沼田町耐震

化促進計画というのを作っております。これついてまだ、３月でしたので、年度末

のとこでまだ示されておりませんけども。この防災計画の見直しの中でこの耐震化

促進計画の中にですね、町の関連施設の耐震の状況について色々記載されておりま

すので、これまた改めた別の時期に、時間にまたご説明したいと思いますのでよろ

しくお願いしたいと思います。 

 そういうことで後防災計画の見直しの中で災害の非難マップの見直しとか、災害
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の備蓄なんかも検討していきたいと思いますけども、現状としては防災備蓄ってい

うの、防災備蓄倉庫って言うのがあそこに、消防の向かいにございまして、本当に

物をつるはしとか、土のうとか、タンクそれから投光器とかっていうものはござい

ます。ただ食糧備蓄はございませんので、これらについてもやはりどうするかをま

た先程言った防災計画の中の見直しの中で、考えてきたいと思ってますし、例えば

防災起きた時の水の話、水につきましては、我々でも企業団で水を供給されていま

すけども、企業団の中でですね、他の地区との給水のための防災協定も結んでおり

ますので、もしこの北空知の給水が駄目な場合は他の地区から水を持ってくると言

うお互いの協定を結んでおります。そういう面では時間はかかりますけれども、そ

ういった結んでおりますので、何も無いということはございませんので、渡邊議員

がおっしゃった形の全体的な防災対策については、町民の財産と命を守るって言う

観点からですね、直一層の取り組みをしていきたいと言う風に思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、渡邊議員。 

○１０番（渡邊敏昭議員）今新しい町長から幾つか、こういう風な対策を計画中だ

というお話しがございました、町施設の耐震補強だとか、役場の防災無線の更新の

ことについてなども、お話をされていましたけれども、災害は本当にいつおきるか

分からないんだと、そう言うことを考えますと現在使われてます防災無線なんかに

つきましては、もうほとんど聞こえないんだっていう地区もかなりあるようでござ

います。早急に何とか自費ででも聞こえない部分のところだけでも何とかしてあげ

てほしいな、そのようにまず一つ考えています。 

 それから防災備蓄につきましては、昨今の大震災の時に町からトマトジュースだ

とか、缶詰類を被災地に送ったわけですけども、あの時私も全員協議会で質問させ

てもらった時にはやはり食糧備蓄はないんだと、そう言うお話がされてございまし

た。先程来からの話にあるような、人口目標をどこに持ってくのかって事にも絡む

のかもしれませんけども、やっぱりある程度の食備蓄、これぐらいはっていうよう

なところを検討していただいてやっぱり置いてもらえる様なことは安心に繋がるん

でないかなと 

考えてます。 

 もう一つ、洪水のハザードマップです。町長もこれはやっぱり見直す必要がある

んでないかって言うような話しも今されてたんで無いかなって言う風に思ってます

けども。実は平成１８年の年に私たちもこの防災危険区の避難図っていうのもらっ

てます。 

この中には私のとこの地区の話で申し訳ないんですけども、避難場所の中に更新

の会館が非難地区と言う事で指定されてますけども、実際に６３年の水害の時には
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あの更新の会館の時に避難指示がいったときにはもう既に行けませんでした。道路

が周りが低いもんですから、もう行けない。幌新地区なんかも同じ事が言えたんで

ないかなということで、あの時更新地区の人たちは高台に、更新も一応高台があり

ますんで、高台に避難をしたということでございます。 

ぜひハザードマップを見直すときにもう少し沼田町の全体の地形を検討に入れて

いただきながら、お願いしたいなとそのように考えています。 

もう一つ、一個って言いながらもう一つお願いしたいんですけれども、これはこ

の今回の大震災の中で本来防災基地である役場庁舎がかなり被害を負ったところが

沢山あります。そんな時に一番大事な例えば住民台帳だとか、そう言うものをどう

やって処理保管してるのか、水害の時に３階までぽっと上げれるような対応を考え

てるとか、そんなことが話がございましたら、最後に聞かせていただきたいなその

ように考えています。以上です。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）ハザードマップにつきましても充分に、現状と多分違うの

かなと今渡邊議員のお話しありましたのでそれについても検討させて頂きたいと思

います。 

 住民票の話しがございましたけども私どもの住民データにつきましては、システ

ムとしては沼田で動いてますけども、本体は札幌にございます。自治体情報システ

ム協議会というの加盟しておりまして、データは一旦札幌行って札幌から私どもに

持って来る、こういう通信のやりとりしとりますので、住民票は万が一沼田になく

ても札幌のデーターセンターのところで保管されております。 

ですから問題はあと戸籍、戸籍だけです。戸籍は電子化って言う話もありまして、

戸籍のデーター化って言うのあります。電子化って言うのあります。これが５千万

ぐらいかかります。北空知の中でも共同して戸籍のデーター化をしようかって言う

話がございますので、そういったこともあれば戸籍もデーターをしてどっかに保管

すると言うことも可能ですので、これについても１町で中々難しいっていうのあり

ますので、広域で取り組むような話しもございますので、そんなこともやはり検討

していきたいと言う風に思っておりますので、色んな問題を抱えておりますけれど

も、何とか早急にと言うか出来るものから着手していきたいと言う風に考えており

ますのでよろしくご理解いただければと思います。以上です。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、それでは次に移ります。２番、上野議員「萌の丘に

ついて」質問して下さい。 

○２番（上野敏夫議員）はい、２番上野です。沼田のロケで使われた北竜３地区に

ある萌の丘についてちょっとご質問させて頂きます。 

 今年の異常気象だっていったらそれまでかも知れませんけど、あっこの丘を私も
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５月の中旬位に見に言った時にほとんどタンポポ畑って言っていいのか、雑草が見

えなかったのか、ちょっと見づらい萌の丘になってると思ってまして。 

ルピナスってことで最初は取り組んで色んな行政でルピナスを植えることによっ

て町のイメージを図ろうとしたんですけど、中々そのルピナスがあっこの場所で育

たなくて、そのとき見たのも数本で、昨日見てきたんですけど小さなルピナスが本

当にぽつんぽつんとあって、本当に花らしくないこじれた花が見受けられておりま

す。 

 これ管理がやってたんですけどほとんどが雑草に負けたんでないかなっていうぐ

らいちょっと元気がなくて、あのルピナス畑を元に戻すって言うか、観光客が今ま

で沼田に来られた方がさすが沼田のルピナスはまた綺麗だねって言う風にするには

相当の予算を投資しなければならないと思います。 

 今年の、今既に萌の丘では整備されて、草取りもされている跡もありますけど、

あのようなところに投資をすべきなのか、できたら最低の管理にして投資を抑えた

らいいんでないかなっていうことと、あっこの萌の丘にどのぐらいのもしか分かれ

ばですね、質問書に書いてないんですけどね、投資結構されてると思うんですけど

ね、もし分かればお聞かせください。 

 そしてまた今後の町長のあっこの丘に対する投資方っていうのか整備の仕方など

分かればお聞かせください。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）萌の丘の関係でございまして、萌の丘と言ってるのは下の

今ルピナスがはえている、それから桜があってそこからずっと上の丘のロケの現場

が行われたあの辺一体を多分萌の丘と言う形でおります。 

 そのルピナスの所につきましてはですね、過去絵内議員からも色々とご指導いた

だいていたと思うんですけども、中々咲かないと言う事でこの２０年から２０年、

２１年、２２年昨年まで３年間は大体花を咲かせたみたいです。私も確認しており

ますけども、何故か今年は上野議員も見たかと思いますけども、全く咲いていない

状況でタンポポになってしまったかなと言う風に思います。 

 専門家ではないんですけども、担当の方から聞きますと昨年の記録的な高温多雨

がルピナスに影響したんでないかって雑草に負けたんでないかって言う話しもござ

います。この先程言ったように平成１２年からですねこのルピナスのあそこの萌の

丘にですね、最初に植えたのが平成１２年でございまして、それ以後ルピナスを３

回ぐらい植えて、それから土壌改良を行ったりとかですね、平成２０年からニトリ

の桜の植栽の補助をいただいて桜を植えたりとかここ３年位しております。平成１

２年から２２年まで大体桜のことも全部含めて４７６０万の投資がなされておりま

す。そん状況でございまして、今回予算組む中で今後どうしたらいいかって言う話
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も内部でもさしていただいております。本当に今後あそこが観光資源としてどうす

るのかっていう問題も含め、それから今後更に経費を投入して本当にそれが良くな

るのかって言う不安もございます。そんなことも含めてですね、考え方としては萌

の丘の今後の整備を今後これから検討してですね、全体的な事業の縮小、それから

を視野にですね最低限度の維持でしか方法がないのかなと私は判断しております。 

 やればやるほど多分お金がかかっていくのかなって言う風に思っておりますので、

抜本的な対策は土を入れ替えるとかってなると、もっと莫大な金かかりますので、

そんな形で今後事業の見直しを図って行きたいと。 

どうするかについては具体的に早めに結論出してまた、議員の皆さんと協議でき

ればなと思っております。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、上野議員。 

○２番（上野敏夫議員）萌の丘って言うの本当に沼田では展望台らしくて景観が良

くて深川だとか、近隣町村で本当に素晴らしい展望台だと私思っております。 

萌の丘っていうのもいいですけど沼田の展望台って言う事で今までロケの知らな

い方も町外の方もあの丘を見る、あっこの丘に上がることによってこの北空知が一

望できる素晴らしい丘だと思っておりますので、そっちの方にポイントを当てて出

来るだけ観光資源を大事なので、若い人なり高齢者なりこう沼田に行くとあの丘に

上がると沼田一望できて北空知が本当に景色がいいって、この景観を売物にして沼

田の売物にしていくことも考えて頂きたいと思います。その辺町長どうでしょうか。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）中々あそこを観光スポット中々難しいのかなっていう気持

ちも無い訳でありません。ただ毎月５の付く日はお年寄りの方があそこに登ってお

りますので、それを考えると何もしないでってのもまた気になりますけども、広く

色んな方の意見を聞いてですね、どうするかやっぱり検討しなきゃいけないのかな

と思ってますので、そのとき又方向性が出ましたら又ご相談させて頂きたいと思い

ます。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、それでは次に移ります。４番久保議員「沼田町の子

ども達の食育、地産地消、健康のためのご飯給食検討委員会を１学期中に設置しま

すか」という質問して下さい。 

○４番（久保元宏議員）はい。ご飯給食の検討委員会を出来れば７月１日付け、少

なくとも１学期中に設置いたしますか。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）分かりました。余りにもちょっと簡単だったので、いいで

すかそしたら答えさせていただきます。 

 ご飯給食についてですね、私も平成１４年から給食センターの次長をやっており
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まして、その間においてもですね父兄の方から何とかできないかって言う話もあり

まして、当時秩父別でやっておりました給食を、秩父別はご存知のようにあそこの

ゆうアンド湯がご飯を炊いて小学校中学校にご飯を運んでおりますので、それも見

に行って子ども達の給食のご飯の食べ方とか、色々な検討させていただきました。 

 そんな経過もあったんですけども、過去保護者の方から要望あったと言うことも

知ってますし、その後もですね１９年ですか、要望があったと言うの聞いています。 

 北空知学校給食組合はですね米の消費拡大を考えてですね、当初からご飯は持参

と言う形で取ってきてるのは皆さんご存知かと思いますし、それは一つの過去他の

とこにもない事例でございます。それがずっと続いてきてやはり冷たいご飯がやっ

ぱり食べづらいんだよとか、ていう話を聞かさせていただいております。でやっぱ

り沼田の最近おいしくなったお米をですね、暖かいお米でご飯で提供する、これ本

当に素晴しい事だと私も思っております。 

 そんな中でですね、やはりそんな意味合いも考えてですね、それから食育の観点

からも考えたら、やはりその暖かいご飯を提供するのは効果があるかなと思ってい

ます。 

ただ、今のうちの給食、給食組合でやっております給食センターはですね、ご飯

を炊いてそれを処理するスペースが全くございません。今の状況の中ではどうやっ

てもあれはできない、できません。 

ですからそういうことも考えて今どうしたらいいのかって言うのもやはり今後と

もですね、その米飯給食導入に向けてですねやっぱり調査と話し合いが出来るよう

にですね、教育委員会を中心に保護者、生産者なり学校の関係者を交えてですね検

討委員会を早急に設置して９月までに一定の方向を出すように先程教育長にも指示

しておりますので、いつかって言うのは、７月１日はちょと難しいと思いますので、

早急に結論出してですね、久保議員が言うように秋からそれがスピード感があるっ

て言う風に久保議員がおっしゃってますので、可能ならば秋からでも本当にできれ

ばなと言う風に思っております。 

ただ色んな当然給食費の値上がりが当然上がると思いますので、保護者の方がそ

れが全部ご理解いただけるかって色々問題ございます。それからどこで炊くかって

言う問題、出し方の問題、それから後の残ったご飯の問題、沢山色んな問題をある

と思います。それから衛生管理の問題、安全管理の問題、これらを総合的にやはり

検討して一定の方向を出してですね、これについても住民の皆さんと協議して、そ

れから又議会の皆さんにですね、提案して間に合うもんだったら９月の定例会、っ

て言う風に考えておりますけれども、そんな意気込みでやるように教育長に指示し

ておりますので、その検討結果をお待ちいただければなと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）教育長答弁、教育長。 
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○教育長（生沼篤司教育長）今ほど町長からもお話しあったようなことでございま

すけれども、私どもも今まで色んな形でこういったご提案をいただいていたという

ことを確認させていただいております。中々その都度充分な具体的な形を取れなか

ったということ、それはそれなりの事情当時あったんだろうと言う風に思いますけ

ども、今回久保議員さんからも色々な具体的なご提案もいただいてるところでござ

いまして、そのあたりもしっかり踏まえながら、前向きに考えさせていただきたい

なと思っております。 

 ただ今こうした時期と言いますか、管内で大きな食中毒の発生したということも

ございまして、その安心安全に関する部分については相当慎重に考えていかなけれ

ばならないと思っています。 

 法令の遵守と言うものをまずしっかり出来るように、そのことをですねしっかり

押さえた中でその後どう具体的に取り組んで行くか、そんな形で今後進めていきた

いなと思っております。 

７月１日に設置できるかどうかちょっとあれですけれども、なるべく早い時期や

ってですね、この秋にも、やるんであれば対応してかなきゃいけないこともあるん

だと思いますので、それに間に合うように検討を進めていくように段取りをしたい

と思っております。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、久保議員。 

○４番（久保元宏議員）先程先輩議員の方からも、中学校の利用の話を長原議員さ

んですか、あった時に東西の１町内から要望書が出たけれど検討も実はしなかった

というお話を伺って少しびっくりしたんですけれど、要望書と検討委員会っていう

のパラレルな存在だと思うんですよね、必ず要望書が出たら行政の方では申し訳な

いんですけど、お手数ですが是非ご飯給食に係わらず検討委員会を作っていただき

たいと、そしてそれを基づいて報告書作って頂きたいと、要望書、検討委員会、報

告書この三つはワンセットで流れだと思います。 

ところが要望書の段階でストップしている、そこが中々厳しいとこだと思います。 

金平町長が何度もおっしゃってくれてる町民との対話の相互理解と言うところは、

そこが一つのネックじゃないかと思ってます。 

町民が心で思ってること、要望してることが中々行政に反映しない、例えばこな

いだ蛾の問題で、辻課長にも悩ませましたが、あの後色んな町民から言われました。

新聞にもたまたま出たので、名前は出ませんでしたが新聞の写真で形の形状でこれ

は飯田だと分かって飯田商店に色んな電話掛かってきたそうです。是非蛾の駆除し

てくれって話しも来ましたけれど、要望があったときに何故町に行かないのかって

言うと、どうせ町に言っても無駄だというような町民の意識がどっかに今まであっ

たと思うんですよね。 
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町長さんが先程の中村保夫先輩の言葉をお借りすれば、勇気を持って立候補され

たっていうのもそこを打破して、町民目線の町政を作ろうということだと理解して

おります。そういう面では要望書、検討委員会、報告そして出来れば実行、このワ

ンセットに繋がっていっていただきたいなと私は思ってます。 

そしてご飯給食に戻りませば、ＰＴＡと言う活動ございます。町長も１６年間教

育行政をされて、生徒会長もされて、私ども議員も全ての議員がそれぞれの立場で

ＰＴＡに参加さしていただいてました、そして壇上にいらっしゃる先輩達も、傍聴

の方も色んな形でＰＴＡ活動されたと思います。 

ただＰＴＡと言うのは特殊な存在でありまして、単年度で終わってしまうんです

よね。１年間経つとどうしても子ども達が学年が替わることによって、一度リセッ

トしてしまうと。となると要望が継続性が担保されないと、例えば４月に新しいＰ

ＴＡの役員が決まりましても、５月の田植えが終わってから話し合いしましょうと、

じゃあ夏になったら夜高あんどんが終わってから話し合いしましょうと、秋になっ

たら稲刈りが終わってから話し合いしましょうと、冬になったら雪解けが終わって

から話し合いしましょうと、そしてまた４月を迎えて役員がリセットされて継続的

な審議がされないと。 

ただご存知のようにＰＴＡの役員の方、保護者の方々、役員じゃなくても全ての

保護者の方は子どもの教育に対して非常に熱い気持ちを持っています。それはかな

り具体的な提案がそれぞれあります。ただその具体的な提案が言いっぱなしになっ

てしまったりとか、空中分解してしまって、どっかで要望書としてすくい上げて検

討委員会を作って報告してそれに対しての答えを作ってく。それが一つのメカニズ

ムを変えてく、行政の仕事だと思ってます。 

それで質問に繋がるわけなんですが、９月までにとおっしゃっていただきました

が、９月までにどの様なことを考えてらっしゃるのかということをお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）そこまで具体的な事は考えておりませんので、実務的なこ

とはこれから教育委員会進めますので、今現在としては具体的なスケジュールは考

えておりません。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、久保議員。 

○４番（久保元宏議員）７月１日とちょっと私も乱暴なこと申し上げたかもしれま

せんけれど、１学期中に検討委員会は出来ると判断してよろしいでしょうか。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。教育長。 

○教育長（生沼篤司教育長）１学期が終わるまでの間には立ち上げたいと思ってお

ります。 
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○議長（杉本邦雄議長）３回の質問になってますけど、二方ですからもう一回だけ。 

○４番（久保元宏議員）サービス質問ありがとうございます。検討委員のメンバー

はどの様な方をお考えか、出来れば筋肉質な形でばりっとお仕事していただきたい

ので、最後にご迷惑かけますが質問させていただきます。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、教育長。 

○教育長（生沼篤司教育長）まだ具体的にメンバーまでは想定しておりませんが、

ＰＴＡは勿論でありますし、後給食組合の関係者も勿論でありますし、後農業者の

方から米を提供いただくとあれば、そういった方面の意見も必要だと思いますし、

関係するところ色々網羅するような形でメンバーを揃えたいなと言う風に思ってお

ります。 

○議長（杉本邦雄議長）それでは次に移ります。１番、津川議員「人口４０００人

復活プロジェクトの取り組みについて」質問して下さい。 

○１番（津川 均議員）１番、津川でございます。人口４０００人復活プロジェク

トの取り組みについてということで質問をさせて頂きたいと思いますけれども。 

これは昨年初めて出てきた事業でございまして、予算的には何十万ぐらいの予算

しか付いてない。しかしですね我々昨年の予算委員会の時に議会全体としての意見

書の中に入れたかどうかはちょっと定かでない、記憶がちょっと薄れてるんですけ

れども。 

議会としても大変これについては、こういった取り組みの事業については評価の

出来るところであると、言う風に申し上げたその記憶はしっかり持っております。 

結局今までは何とか人口減少を歯止めをかけよう、減らさないでおこう１人でも

減らさないでおこうといった、いわゆる守りの姿勢がこの４０００人復活と言う言

葉で攻めに転じた、守りじゃやっぱり駄目なんですね今の時期。やっぱり攻めてい

かなきゃいけない。１人でも２人でも増やしていこう、しかも４０００人と言う数

が、今３６００人に人口の中でその４０００人、後４００人ほど人口を増やせばい

い。そう手の届かない数字ではない、いわゆる現実味のある数字、こういったこと

も含めて議会としても評価を致しました。 

ぜひこれは続けていただきたい、一生懸命やっていただきたい、我々も議会とし

ても一生懸命支援をしますよというお話しをさせていただいた経過がある、そのこ

とは町長もそのときの事務局長でございますから、しっかりとまだ記憶に残ってい

ると言う風に思っております。 

それが残念ながら事務局長から町長に昇進をされてから、この４０００人復活と

言う言葉はどこを探しても見つからなくなった。先ほど５次の基本計画の説明もい

ただきましたけれども、その中でもこれを変えてですね今の人口減少を、歯止めを

かけるって言う風にまた元に戻ってしまった。 
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どうしてこの４０００人復活プロジェクトというこのネーミングって言うのはど

こがどう悪いのか、私は未だに納得できない部分でございますんで、分かりやすく

ひとつご説明をいただければ言う風に思っておりますのでよろしくお願い致します。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）人口増に関しては否定するものではありません。ただ私は

選挙のさなかでもそうですけども、基本的に今の人口３６００人のまず、住んでる

人をまず大切にしたいと、そこをきちっとやっぱり定住を含めてですね、豊かな暮

らし、安心できる暮らしをまず住民に提供する。そのことによって沼田町がこんな

ことをやってるんだと、そこで安心して沼田町に住みいれてくると。 

全て前向きな政策も必要かと思いますけれども、私はこの４年間はとりあえず今

色んな事業を見直しながらでも、根本的な今住んでる町民を大切にし、少しでも沼

田から、沼田を嫌いになって出てくんでなくて、本当に沼田を好きになって住み続

けていただく。それが私は大切でないかなと。それをやることによって次の人口増

加に繋がるんでないかっていうのが私の考えでございますので、とりあえずこの４

０００人に関しては、スローガン的には降ろしましたけれども、ありませんけれど

も、人口増もはかりつつ、現在の今いる３６００人の沼田をこよなく好きで今住ん

でらっしゃる方を大切にしたいとそういう思いであることをご理解いただければと

思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、津川議員。 

○１番（津川 均議員）先ほども基本計画の中でもね、町長は気持ち的には一緒な

んだっていうお話しもしておりましたから、まるっきり否定するもんではないんだ

ろうなと言う風に思いますけども、若干考え方の違いがあって、確かに安全で安心

して住めるような町づくりがこれが大変重要な事はわかるんですけれども、と同時

に人口がねどんどん減ってくともう４０００人を切ると既に交付金も下げられてく

ると。そういったことも考えると本当に人口がどんどんどんどん減っててる中で、

今住んでる人たちの安全安心を確保出来るのかって言う点もやっぱり同等に考えて

いくべきだと思うんですよ。 

 そうした時に今のとろ職員さん、我々議員それから町民の皆さんに呼びかけてま

すけども、もうひとつ町民の皆さんに働いてもらわなきゃいけないんですね。人口

歯止めをかけて、若干でもその復活させるために、色々な方策も確かに必要です。

先程鵜野議員の説明の質問の中にもありましたように、職場の確保も必要でありま

すし、生活環境も必要であります。 

それから今年３月、２月でしたっけ、まだ局長時代に一緒に更別村に行って、村

だけども人口が若干づつ増えてると、それは子どもの子育て支援の体制と、それか

ら老後の社会福祉関係の体制がしっかりしてるもんだから、わざわざ帯広の町から
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家族連れで移住をしてくると、そういう村もありますから、こういうのは多分ね町

民の皆さん全体、更別村で言うと村の村民の皆さん全体がですね、スポークスマン

になってやっぱり宣伝して、うちの町はこういう、うちの村はこういうところがい

いんだよ、こういう利点があるんだよだから来てみないかいっていう部分の影響っ

てのはかなりあるんだと言う風に私は思うんですよ。 

だから、そういった町民の皆さんにも理解をしていただいて、人口増加に努力を

していく、そのためにはもっと分かりやすいやっぱり目標が必要なんですね。ただ

漠然と人口を減らさないようにしようね、一人でも多くの人に沼田に住んでもらお

うねって言うだけでは、やはりもうひとつインパクトが足りない。 

だから是非この４０００人復活プロジェクトって言うものは、私はせめて３年な

り４年なり続けていくべきだろうなって言う風に思うんですが、再度このネーミン

グを復活する気は町長にはないのかどうなのかちょっとお答えを頂きたいと思いま

す。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）ないかって言えばないんですけども、あるといえば、気持

ちとしては有るんですよ、スローガンがある、先程鵜野議員さんがおっしゃったよ

うにやはりある程度目標がなければ町民も納得しないんじゃないかっていう話もよ

く理解してます。 

今回の総合振興計画の中では沼田２１ジャンプアップ作戦という大きな課題の中

で、住みよさの高度化推進プロジェクトっていう形で子育て支援とか、教育環境の

向上とか色々訴えております。 

津川議員の言うように分かり易いもっとキャッチフレーズなんか必要かなとなれ

ばちょっと考えさせていただきますけれども、それにちょっと時間いただいてです

ね、ちょっとそういことで考えたいと思いますのでご理解いただければと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、津川議員。 

○１番（津川 均議員）この事業やるにあたって去年、本当に少ない予算の中だけ

ど、それぞれ職員皆さんプレート作りましたよね、チラシも作ってある程度貼って

頂いております。 

 この４０００人復活プロジェクト、せっかくそこまでやったんだから、もうちょ

っと続けてみようかっていう気になってほしいなと思うんですよ。 

 僅か１年そこそこで変わっていく、確かに町長が変わったから若干の考え方も変

わっていくのは分かりますけども、今言ったように生活環境だとか、こういった人

口増加だとかっていう部分については、どの町長さんになっても同じことやっぱり

考えてるんですから、こういった部分についてはね、せっかく去年からやり始めた

事業なんで、できれば継続して復活させていただきたいな、再度その気持ちがない
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のか、どうしてもやらないのかね、お伺いしたいなと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、町長。 

○町長（金平嘉則町長）副議長もこだわってますけども、私もこだわりたい方なの

で、これについてはですね、やはり私は私なりのカラーを持ってこの４年間をやっ

ていきたいと言う風に思っておりますので。 

 何かの形でまたもっと分かり易い形の表現はしたいと思いますけども、気持ちは

人口増やして４０００人にしたいという気持ちはあるってことだけはご理解頂きた

いと思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、以上で町長、教育長に対する一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。１５分休憩いたします。 

１５時１２分 休憩 

 

１５時２７分 再開 

（（（（    一一一一    般般般般    議議議議    案案案案    ）））） 

○議長（杉本邦雄議長）再開致します。日程第６報告第１号。繰越明許費にかかる

繰越計算書の報告についてを議題と致します。本件は報告事項であります。説明を

省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。報告第１号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）質疑なしと認め質疑を終結致します。お諮り致します。報

告第１号は報告の通り受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、報告第１号は報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（杉本邦雄議長）再開致します。日程第７報告第２号。事故繰越にかかる繰

越計算書の報告についてを議題と致します。本件は報告事項であります。説明を省

略し、直ちに質疑に入りたいと思います。報告第２号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）質疑なしと認め質疑を終結致します。お諮り致します。報

告第２号は報告の通り受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、報告第２号は報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（杉本邦雄議長）再開致します。日程第８報告第３号。株式会社沼田開発公
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社の事業計画及び決算に関する書類の提出についてを議題と致します。本件は報告

事項であります。説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。報告第３号に

ついて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）質疑なしと認め質疑を終結致します。お諮り致します。報

告第３号は報告の通り受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、報告第３号は報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（杉本邦雄議長）再開致します。日程第９報告第４号。財団法人沼田交通教

育教会の事業計画及び決算に関する書類の提出についてを議題と致します。本件は

報告事項であります。説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思います。報告第４

号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）質疑なしと認め質疑を終結致します。お諮り致します。報

告第４号は報告の通り受理することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、報告第４号は報告のとお

り受理することに決しました。 

 

○議長（杉本邦雄議長）日程第１０、承認第１号。専決処分の承認を求めることに

ついてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（辻山典哉課長）承認第１号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。平成２３年６月２３日提出、町

長名でございます。 

 次頁お開きを願いたいと思います。専決処分、地方自治法第１７９条第１項の規

定によって平成２２年度沼田町一般会計補正予算、専決第２号別紙のとおり専決処

分する。平成２３年３月３１日、沼田町長名でございます。 

 別冊の一般会計専決第２号、１頁お開きを願いたいと思います。 

［以下、別冊一般会計専決第２号１頁を朗読（１条第２項省略）］ 

○財政課長（辻山典哉課長）本専決予算につきましては、平成２２年度の決算見込

みを調整をした結果、歳計剰余金が約２億９００万生ずる見通しとなりまして、明

許繰越及び事故繰越に必要な繰越金、９７６万円を控除した額、約１億９千９００



 

43 

万、これが翌年度への純繰越となることから決算処理と致しまして、財政調整基金

に８千万円を積み立て、更に地域医療確保安定化基金に５千万円を積み増しを致し

まして、純繰越金の額を約６千９００万とするための補正を専決処分をさせていた

だいたものでございます。 

 ７頁歳入の方お開き願いたいと思います。歳入補正の主な内容でございますが、

まず１点目、２款の地方譲与税から８頁にかけて１１款地方交付税までのいわゆる

一般財源科目、この額の確定によりまして１億３千１６５万９千円を増額補正をし

たことでございます。 

 ２点目につきましては基金の充当事業におけます事業費の確定、これによりまし

て各基金の繰入金を１千７１２万円減額補正をしたことでございます。 

これが主な内容でございまして、個別の説明は省略をさせて頂きたいと思います。

内容お目通しをいただければと思います。 

次に１０頁歳出の方お開き願いたいと思います。歳出補正の主な内容につきまし

ては前段申し上げましたとおり、決算処理と致しまして歳計剰余金の内財政調整基

金に８千万円、地域医療安定化基金に５千万円を積み増しをする予算を計上したこ

とでございます。 

もう一点目につきましては各基金、充当事業の確定によりまして関係各予算の執

行残を減額処理し、基金財源の調整を図った事でございます。 

歳出各目の補正につきましては、基金を充当した各経費について見合いの執行残

を整理すると共に、基金財源充当を減額処理したものでございます。こういったこ

とか内容的には説明を省略をさせて頂きたいと思いますが、１２頁をお開きを願い

いたいと思います。１２頁で諸支出金、ここでは基金の積み立て予算でございます。

２目の財政調整基金費、補正額で８千万でございます。決算処理として積み立てた

額８千万円を計上したものでございます。 

それから１０目でありますが、地域医療確保安定化基金費、５千万円の追加でご

ざいますが、これにつきましても決算処理と致しまして地域医療確保安定化基金の

積立金として５千万円を計上させていただいたものでございます。 

次に３頁の方に戻って頂きたいと思います。３頁下段の方で第２表でありますが、

債務負担行為の補正をさせていただいてございます。沼田町雇用促進助成金と致し

まして、５千万円２０万に対しまして４０万、債務負担行為として増額を致しまし

て補正後の限度額６０万としたものでございますが、沼田町雇用促進助成制度によ

る対象者、これが３月の補正後に新たに２名の方が事業所に雇用されたということ

で申請があったことから、２名分４０万円を増額して債務負担行為の補正を行った

ものでございます。なおこれら４０万円につきましては、平成２３年度の６月補正

で増額対応させていただいてるものでございます。 
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以上で提案説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、説明が終わりました。これより質疑に入ります。質

疑ありませんか。はい、渡辺議員。 

○１０番（渡邊敏昭議員）１０番、渡邊です。私がまだ未熟でよく分からないでこ

ういう質問するっていうことでちょっと理解をしていただければと言う風に思うん

ですけれども。財政調整基金、並びに地域医療確保ということで１億３千万の金を

動かしてるわけですけれども、専決処分でやらなければいけない内容だったのかと

いうのをちょっと聞きたいなと、臨時議会開いて金額大きいんでね、臨時議会を開

いて決算を伺うって言う事は考えられないのかなっていうことをちょっと伺いたい

と思います。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、財政課長。 

○財政課長（辻山典哉課長）決算が確定するのがいわゆる、出納閉鎖が終わるのが

５月３１日でございます。基金の処理をするためにはいわゆる５月の２５日が最終

的にいわゆる基金の処理をしなきゃならない。そう言う事でいわゆる出納閉鎖の前

にこの決算処理という形を取らんざるをえないという事がございまして、渡邊議員

おっしゃる意図よく分かるところでありますけれども、基本的に３月を既に越えて

おりますんでいずれにしても専決処理しか方法が無いと言う状況にあります。そん

なことで丸々この歳計剰余、繰越金として出せばよろしんでしょうけれども、大き

な繰越金を発生をさせると言う事は、後々財政的にも財源的にも影響があると言う

中でやむを得ないと言う中での専決処分、つまり３月３１日付の専決処分でござい

ますんで、そのことをご理解をいただければと言う風に思います。 

○１０番（渡邊敏昭議員）分かりました。 

○議長（杉本邦雄議長）はい、他にありませんか。なければよろしいですか。質疑

なしと認め質疑を終結いたします。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。承認第１号は、承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉本邦雄議長）ご異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決

しました。 

  

（（（（散散散散    会会会会    宣宣宣宣    言言言言）））） 

○議長（杉本邦雄議長）以上で本日の日程は全て終了致しました。本日はこれにて

散会致します。なお、明日の開会時間は２時と致したいと思います。 

１５時４０分 散会 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを証するためにここに署名する。 
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